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１ 中期目標期間(平成１６年度～平成２０年度)の業務実績について.

（１）評価の視点

独立行政法人国立病院機構は、国立病院・療養所（国立高度専門医療センター及び

ハンセン病療養所を除く ）の業務を承継して平成１６年４月に新たに独立行政法人と。

して発足したものである。

本評価は、平成１６年４月に厚生労働大臣が定めた中期目標（平成１６年度～２０

年度）全体の業務実績について評価を行うものであり、評価結果を次期中期目標等へ

反映させる観点から、中期目標期間の最終年度に暫定的に実施するものである。

当委員会では 「厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」等に、

基づき、各年度の業務実績の評価において示した課題等、さらには、独立行政法人整

理合理化計画(平成１９年１２月２４日閣議決定)、総務省政策評価・独立行政法人評

価委員会から寄せられた意見や取組方針も踏まえ、暫定評価を実施した。

また、毎年度の業務実績評価に当たっては、１３病院を訪問し、個別病院での取組

についても視察・実情聴取を行った。

（２）中期目標期間の業務実績全般の評価

当委員会においては、国立病院機構が独立行政法人として発足して以来、業務によ

り得られた成果が 「医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の、

業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医

療であって、国の医療政策として国立病院機構が担うべきものの向上を図り、もって

公衆衛生の向上及び増進に寄与する」という国立病院機構の設立目的に照らし、公衆

衛生の向上及び増進にどの程度寄与するものであったか、効率性、有効性、透明性の

観点から、適正に業務を実施したかなどの視点に立って評価を行ってきたところであ

る。中期目標期間全般については、次のとおり、独法化のねらいや期待に応え、医療

・経営の両面において中期目標の水準に対し、大きな成果を上げているものと評価で

きる。

まず、診療事業においては、セカンドオピニオン専門窓口設置病院数の大幅な増加

やＭＳＷの増員等に代表される患者の価値観を尊重した説明・相談体制づくりへの取

組や、地域連携クリティカルパスを含む積極的なクリティカルパスの活用による質の

高い医療の提供など着実に実績をあげた。特に、医療安全対策については、人工呼吸

器の機種の標準化等様々な取組を行い充実ぶりが伺えた。

さらに、国立病院機構のネットワークを活かした臨床研究活動やＥＢＭ(根拠に基づ

く医療)の推進に向けた取組が順調に進捗したほか、質の高い治験の推進に向けた取組

も大いに実績を上げた。

また、積極的な業務運営の効率化と収支改善に向けた取組は、中期目標に掲げる経

常収支に係る目標を４期連続して達成したことに加え、平成１９年度においてはこれ

（ ） 。までの実績を大きく上回る純利益 ２３９億円 を計上するなど特段の実績を上げた

こうした全体としての大きな成果は、理事長のリーダーシップの下に、各病院長をは

じめ職員が懸命な経営努力をした結果であると高く評価する。
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今後とも、患者の目線に立った良質な医療と健全な経営とのバランスがとれた一層

の取組を期待したい。

なお、国立病院機構の契約に関しては、国会等において様々な指摘がなされたが、

改善すべきことは改善し、今後とも、独立行政法人としてより透明性と競争性の高い

契約とするべく厳正かつ適切な取組を望むものである。

中期目標に沿った具体的な評価結果の概要については、２のとおりである。個別項

目に関する評価資料については、別紙として添付した。

２ 具体的な評価内容.
（１）診療事業

① 患者の目線に立った医療の提供

医療従事者による説明・相談体制については、積極的なクリティカルパスの活

用に伴うわかりやすい治療方針、治療経過の説明や、ＭＳＷの大幅な増員、医療

相談窓口の個室化等が進められ、患者の相談に応じ解決の支援を行う体制の充実

が図られた。

患者満足度調査については、調査結果から課題を認識し、サービス改善に繋げ

る取組が各病院で実施され満足度の着実な向上が見られたほか、平成１９年度に

おいては、各病院が行う患者サービスと患者満足度との関連についての検証も行

われた。また、今日における患者満足度調査の全国的な広がりについても、先駆

的に取り組んできた国立病院機構が大きな役割を果たしたと言える。

セカンドオピニオン制度については、窓口を開設した病院数が大幅に増加し平

成１９年度においては１２３病院(平成１５年度７病院)と充実が図られたが、情

報提供数の更なる増加についても努めてもらいたい。

これらの取組は、患者自身が医療の内容を理解し、治療の選択を自己決定でき

ることに資する取組であり評価する。

② 患者が安心できる医療の提供

医療倫理の確立については、相談窓口の個室化等患者プライバシーの配慮や適

切なカルテ開示による情報公開が進むとともに、医療事故公表基準の運用により

病院運営の透明性が高まった。更に、すべての病院に倫理審査委員会、治験審査

委員会が設置され、倫理審査委員会においては、審議内容のホームページ公開を

進めるなどの取組も行われた。

医療安全対策については、国立病院機構全体の基本的方向性を検討する「中央

医療安全管理委員会」の設置や、報告された事故事例等から作成された「医療安

全白書 「警鐘的事例」など、各病院の医療安全対策の推進に貢献する取組が行」、

われた。また、人工呼吸器の機種や使用医薬品の標準化を推進し、各病院におい

ても積極的に協力する姿勢が見られた。

これらの取組は、国立病院機構内部はもとより我が国全体の医療倫理、医療安

全対策の向上への貢献も期待されるところであり、患者が安心できる医療の提供

に資するものとして評価する。
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救急患者受入数は、平成１９年度では、平成１５年度に比べ１３．１％増とな

っており、中期目標に掲げる目標値である平成１５年度実績に比し１０％増を達

成したが、小児救急患者の受入数については目標値を未達成であることから継続

した努力を望みたい。また、自治体等が運営する休日・夜間の小児急患センター

への医師派遣やドクターヘリ、防災ヘリによる患者搬送時の医師同乗や搬送患者

の受け入れなど、地域の救急医療体制への協力を徐々に拡大させてきたことも評

価する。医師の確保等が困難な環境にはあるが、今後とも地域における救急医療

体制の充実に合わせて、国立病院機構に期待される役割に沿った更なる充実を期

待したい。

③ 質の高い医療の提供

クリティカルパスについては、作成数、実施件数ともに初年度より着実に増加

し続け、中期目標に掲げる目標数である平成１５年度実績の５０％増を、平成１

． ， 、９年度実績では１３２ ９％増の２２６ ８４５件と大幅に達成したことに加え

平成１９年度においては代表的疾患に関する各病院毎のクリティカルパスの内容

のばらつきについて分析・検討を開始した。また、地域連携クリティカルパスに

よる医療を実践する病院数も増加しており、こうしたクリティカルパスにおける

取組は、患者にとってわかりやすい医療の標準化への取組として評価する。

また、ＥＢＭ推進に向けた取組は、臨床評価指標の開発、ＥＢＭ普及のための

研修会の実施、多施設共同臨床研究、電子ジャーナルの配信など、各般にわたり

努力しており、国立病院機構のネットワークを活用した取組や成果としても評価

する。

なお、これらは医療の標準化に資する取組でもあり、このような活動について

は、ホームページによる公開だけでなく積極的に学会やメディアを通じて情報発

信していくことも重要である。

重症心身障害児(者)等の長期療養者のＱＯＬの向上については、重症心身障害

児(者)等を受け入れている病院における患者家族のための宿泊室の設置が平成１

９年度においては平成１５年度に比べ２４％増となったことや、独法移行後に新

設した療養介助職による介助サービス提供体制の強化、人工呼吸器による医療事

故防止の観点から行われた人工呼吸器の機種の標準化の推進など、その取組を高

く評価する。

地域医療機関との病診・病病連携の推進については、紹介率・逆紹介率はそれ

ぞれ中期計画の掲げる目標値を大幅に達成し、また、高額医療機器の共同利用数

は、中期目標に掲げる目標値である平成１５年度実績に比し４０％増を、平成１

９年度実績では１０１．５％増の５６，９８６件と大幅に達成した。

その他、地域医療支援病院の増加(平成１５年度３病院から平成１９年度２３病

院)、都道府県医療対策協議会等への参加、助産所の嘱託医療機関としての協力、

政府の緊急臨時的医師派遣システム等への協力等、地域医療に貢献するための各

般に渡る努力を評価する。

さらに、国立病院機構の本来目的の一つである政策医療の提供については、新
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退院基準を取り入れた結核医療や精神医療をはじめ適切に実施されているが、と

りわけ、心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関については、都道府

県の病床整備が遅々として進まない中、全３８７床中２９９床(平成２０年４月１

日現在)と８割弱を占めるなど、職員の確保等様々な課題を乗り越え国の政策に大

きく貢献したことを高く評価する。

（２）臨床研究事業

ＥＢＭ推進のためのエビデンスづくりについては、国立病院機構のネットワー

クを活用した大規模臨床研究が着実に進展した。近い将来において、具体的な成

果を情報発信することにより我が国の医療の質の向上への貢献を期待したい。

質の高い治験の推進については、ＣＲＣの大幅な増員を含め本部及び各病院に

おいて実施体制の整備等に特段の努力を行い、中期目標に掲げる目標値である平

成１５年度実績に比し２０％増を、平成１９年度実績では７２．２％増の４，８

０３件と大幅に上回る成果をあげ、また、治験に係る受託研究費も着実に増加し

た。国立病院機構がそのネットワークを活かして治験に取り組む意義は大きく、

今後とも、患者の信頼確保にも十分配慮しつつ、質の高い治験の推進を期待した

い。

（３）教育研修事業

国立病院機構においては、医師の臨床研修、看護師等養成などに積極的に取り

組んでいることが認められる。

医師のキャリアパス制度については、初期臨床研修終了後の専門領域の研修制

度として平成１８年度より開始した後期臨床研修制度（専修医制度）の先進的な

取組を評価するが、同制度が研修医側にどのように受け止められているかなども

具体的に把握しつつ、今後の成果につなげていくことも重要である。また、臨床

研修医の受入数は大幅に増加しているものの、レジデント(いわゆる後期臨床研修

医)の受け入れ数が中期目標の目標値を未達成（平成１５年度比７．２％減）であ

ることに対しては、国立病院機構の「専修医」制度との関係や、昨今の大学医学

部(医局)を取り巻く状況変化が影響しているものと考えられるが、キャリアパス

の構築を行い、より魅力的な研修体制とする必要がある。

看護師のキャリアパス制度については、平成１８年度より開始した全病院統一

の研修ガイドラインの運用をはじめ、専任の教育担当看護師長の配置や研究休職

制度など様々な施策によりキャリア形成をバックアップする体制を構築したこと

を評価する。

また、附属看護学校においては、第三者によるカリキュラム評価や政策医療全

般の内容を盛り込んだカリキュラム等、国立病院機構の担う使命を理解した質の

高い看護師養成に向けた取組が行われた。

、 、その他 政策医療に関する研修としてＥＢＭ普及のための研修会の参加人数は

中期目標に掲げる目標値である１５年度に比し２５％の増を、平成１９年度実績

では６４．２％増の２，５０４名と大幅に達成した。地域の医療従事者に対する
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研修会等の参加人数については、数値目標の達成に向けた努力を望みたい。

（４）災害等における活動

災害等における活動については、計画どおりに研修が実施されたほか、国際緊

急援助を含む災害援助に積極的に参加した実績を評価する。

国立病院機構の性格からも、今後もこうした貢献を期待したい。

（５）効率的な業務運営体制の確立

本部・ブロック組織の役割分担の明確化、管理体制の再編成については、中期

計画に沿って平成１６年度に組織体制が整備され役割分担が明確化された後、本

部、ブロック組織のそれぞれにおいて効率的な組織運営に努めた。特に、内部監

査の充実ぶりや、平成１９年度における経営改善計画(再生プラン)策定の支援な

ど、本部職員の貢献も評価する。

弾力的な組織の構築については、各病院の地域事情や特性を考慮した各部門の

見直しや、特定の課題を担う副院長複数制の導入にも取り組んだが、今後とも効

率性に留意しつつ、院内組織の弾力的構築に取り組むことを期待する。

人員配置の見直しについては、業務量の変化に応じ非常勤職員やアウトソーシ

ングを活用したほか、上位の施設基準取得による収支改善も視野に入れた職員の

配置も適切に行われ、技能職の削減についても、計画を上回る実績を上げた。ま

た、とりわけＭＳＷの配置は国時代に比べ大幅に増員しており、今後とも患者支

援の観点から人員配置に努めてもらいたい。

人事評価制度については、全ての管理職に対する業績評価や医長以上の医師に

対する年俸制の導入に加え、平成２０年度には全職員に対する業績評価制度が国

に先行して導入されている。評価手法の確立や考課者の訓練など定着には一定時

間が必要であるが、適切かつ効果的に実施し、職員のモチベーションの向上や組

織の活性化に繋がる制度運用を期待し見守りたい。

再編成業務については、計画に沿って着実に進めている。

（６）業務運営の見直しや効率化による収支改善

① 業務運営コストの節減等

材料費削減については、医薬品の共同入札の拡大が成果を上げたことに加え、

一部のブロックでは医療用消耗品の共同購入にも取り組んできた。また、在庫の

適正化に努めるなど材料費率の抑制も着実に進めた。

人件費については、基本給の調整額の見直しや年度末賞与など国時代の制度に

とらわれない給与制度の見直しや改革に相当努力した。また、検査部門や給食業

務におけるアウトソーシングの推進や、外部委託契約金額の病院間比較による分

析を行うなど人件費率・委託費率の抑制に努めた。

さらに、建築整備においても、工事費標準単価の作成や落札後の価格交渉など

によりコスト削減に努めた。

こうした各方面での努力が、(７)に記すような大きな収支改善に繋がったもの
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であり、コスト節減については全体として評価する。

一般管理費の節減についても、中期目標に掲げる目標値である平成１５年度に

比し１５％程度節減を、平成１６年度以降毎年度大幅に達成し平成１９年度では

３８．３％削減の２１億円減となったことを評価する。

なお、国立病院機構の契約に関して、随意契約については、平成１９年１２月

に策定・公表した「随意契約見直し計画」の着実な実施を望むとともに、国会等

で指摘された一般競争入札における高い落札率についても、改善すべきことは改

善し、厳正かつ適切な取組を望みたい。

② 医療資源の有効活用

医療機器については、積極的な広報活動による他の医療機関との共同利用の促

進や、稼働実績の高い病院の取組を情報共有する等の努力により、その稼働総数

が増加した。

病床稼働については、結核患者の新退院基準の実施や医療内容の高度化等の退

院促進による平均在院日数の短縮化により非効率となった病床等を整理・集約す

ることで、効率化が図られた。また、これにより、人材の効率的な配置による上

位基準の取得等にも繋がり、人的物的資源の有効活用として評価する。

医療機器整備については、必要な整備量を確保しつつ、内部資金の活用などに

より長期借入金の抑制を行った。大型医療機器の共同入札の実施も投資額の抑制

に貢献した取組として評価する。

③ 診療事業以外の事業に係る費用の削減等

臨床研究事業においては、各病院における臨床研究部の設置など基盤整備を進

め、外部競争的資金や受託研究費の獲得に努めたことを評価する。

教育研修事業においては、授業料等の適正化と効率的な運営により収支率の改

善を図ったことに加え、国立病院機構が担う医療に対する使命感を育むことを目

的に政策医療全般の内容を盛り込んだカリキュラム改訂を行うなど、経営面だけ

でなく教育効果等にも配慮した取組も行われており評価する。

④ 財務会計システムの導入等ＩＴ化の推進及び業務・システム最適化

財務会計システムの活用と改善等を通じて、各病院等において会計処理の迅速

化や精度の向上に取り組んでいるが、これらは、各病院で毎月開催される評価会

での経営状況の把握・分析等の精度を向上させ、結果として適切な経営改善に繋

がるものであり評価する。

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」(平成１７年６月２９日各

府省情報化統括責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定)に基づき、平成１９年度に策定され

た国立病院機構総合情報ネットワークシステムにおける最適化計画は、業務の効

率化、利便性の向上、経費削減等が見込まれる内容となっており評価する。加え

て、病院毎で異なる医事会計システムの標準化にも着手したことは、調達コスト

の削減はもとより、診療情報の収集・分析の強化に繋がるものであり、その取組
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も評価する。

（７）経営の改善

(６)に記したような収支改善に向けた努力により、中期目標に掲げる目標値で

ある５年間累計で経常収支率１００％程度を、経常利益は４期連続の黒字を達成

し、４年間累積の経常収支率は１０１．５％となった。

こうした結果は、本部の経営指導もさることながら各病院長をはじめ全職員が

懸命な努力をした結果であると高く評価する。

特に個別病院毎に視点を向けても、平成１６年度では７７病院の赤字病院数が

平成１９年度には４８病院まで減少し、赤字額についても平成１６年度の２５８

億円から平成１９年度には１２４億円と大幅に改善されたことは評価する。

他方、国立病院機構全体の資金繰り等、厳しい経営状況を踏まえ、平成１９年

度において早急な経営改善を要する病院毎に経営改善計画(再生プラン)を策定し

た取組は評価するが、その計画目標達成に向けた更なる努力を今後とも注視して

いきたい。

（８）固定負債割合の改善

国立病院機構発足時に承継した国時代の膨大な負債(約７，６００億円)と老朽

化した病院を数多く抱えながらの経営の中で、建築単価の見直しをはじめとした

様々な経営努力により、病院の機能維持に必要な整備を行いつつ、毎年着実に固

定負債を減少させ、４年間で１４．５％の減少は高く評価する。

なお、平成１９年度に行った繰上償還についても、将来の債務負担軽減の観点

に立った積極的な取組として評価する。

（９）その他の業務運営等に関する事項

人事に関する計画に関して、先に記した療養介助職の創設・増員のほか、技能

職の削減についても計画を上回って進展した。

医師確保対策については、年俸制による業績評価の反映や、医師派遣手当、救

急呼出待機手当等の処遇改善及び、子育てをする女性医師の職場環境整備や復職

支援を目的にした 女性医師支援モデル事業 の実施 シニアフロンティア制度(定「 」 、

年退職予定者が引き続き在職できる制度)の創設など様々な取組を実施したことを

。 、 、評価する また 国立病院機構においても医師確保に困難を来す病院が多い中で

緊急医師派遣制度を創設し国立病院機構内の医師不足病院に対して全国から医師

を派遣したことや、政府の緊急臨時的医師派遣システム等により他の設置主体の

病院に対して医師を派遣した実績についても評価したい。

看護師確保対策については、先に記したような、より魅力的なキャリアパス制

度の構築や附属看護学校におけるカリキュラム改訂等により人材の確保・育成に

取り組んでおり、今後とも質の高い人材確保・育成に継続的な努力を望みたい。

なお、総人件費改革等による人件費抑制の観点も重要であるが、人員配置の必

要性という点では、国立病院機構には、安全で質の高い医療の確実な提供と国の
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医療政策への貢献という課せられた使命があり、その遂行のためには、医師、看

護師をはじめとした有能な人材の確保と育成は欠くことができないものである。

医療現場における過酷な労働実態の緩和や急性期医療における安全・質の向上が

一層求められている中、今後とも、安定した経営基盤のもとに適切な医療の提供

が行えるよう、業務運営体制の効率化に努めた上で、土台となる人材の確保、育

成に努めてもらいたい。

障害者雇用については、業務の委託範囲や業務分担の見直し等により法定雇用

率を達成している努力を評価する。
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カ
メ
ラ

(
S
P
E
C
T
、
ｼ
ﾝ
ﾁ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
)

8
7
,
8
2
9

△
1
4
,
6
4
6

△
1
4
.
3
%

計
1
,
3
6
8
,
0
2
6

2
2
5
,
8
3
9

1
9
.
8
%
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

共
同
利
用
数

医
療
機
器
名

1
5
'

1
6
'

1
7
'

1
8
'

Ｃ
Ｔ

1
3
,
5
0
1

1
8
,
9
2
2

2
2
,
7
3
5

2
1
,
8
3
7

Ｍ
Ｒ
Ｉ

1
1
,
4
2
4

1
6
,
1
8
6

1
9
,
4
1
3

2
0
,
5
7
8

ガ
ン
マ
カ
メ
ラ

(
S
P
E
C
T
、
ｼ
ﾝ
ﾁ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
)

3
,
3
5
7

3
,
9
1
8

4
,
1
0
8

4
,
2
9
9

計
2
8
,
2
8
2

3
9
,
0
2
6

4
6
,
2
5
6

4
6
,
7
1
4

共
同
利
用
数

医
療
機
器
名

1
9
'

対
1
5
'
差

増
減
(
%
)

Ｃ
Ｔ

2
7
,
4
1
1

1
3
,
9
1
0

1
0
3
.
2
%

Ｍ
Ｒ
Ｉ

2
5
,
7
4
3

1
4
,
3
1
9

1
2
5
.
3
%

ガ
ン
マ
カ
メ
ラ

(
S
P
E
C
T
、
ｼ
ﾝ
ﾁ
ｸ
ﾞ
ﾗ
ﾌ
ｨ
ｰ
)

3
,
8
3
2

4
7
5

1
4
.
1
%

計
5
6
,
9
8
6

2
8
,
7
0
4

1
0
1
.
5
%

３
．

医
療

機
器

の
稼

動
状

況
の

分
析

平
成
１
９
年
度
に
各
病
院
の
Ｃ
Ｔ
、
Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
リ
ニ
ア
ッ
ク
及
び
血
管
連
続
撮
影
装

置
の
稼
働
実
績
に
つ
い
て
本
部
で
集
計
・
分
析
し
、
当
該
機
器
に
携
る
医
師
、
技
師
等

の
配
置
状
況
や
、
稼
働
件
数
の
高
い
病
院
の
稼
働
件
数
向
上
の
た
め
取
組
等
の
情
報
を

各
病
院
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
よ
り
、
稼
働
件
数
の
向
上
や
他
の
医
療
機
関

と
の
共
同
利
用
の
推
進
を
図
っ
た
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

②
病

床
の

効
率

的
な

利
用

の
推

進
②

病
床

の
効

率
的

な
利

用
の

推
進

病
診
連
携
・
病
病
連
携
の
推
進
等
に
よ
り
､
平
均
在
院
日
数

１
．

病
棟

の
稼

働
状

況
に

応
じ

た
整

理
・

集
約

の
短
縮
を
図
る
と
と
も
に
新
規
患
者
数
を
増
加
さ
せ
る
等
に

病
診
・
病
病
連
携
に
よ
る
紹
介
率
・
逆
紹
介
率
の
向
上
等
に
よ
り
地
域
に
お
け
る
連

よ
り
、
収
支
の
改
善
に
努
め
る
。

携
体
制
を
強
化
す
る
一
方
で
、
平
均
在
院
日
数
の
短
縮
化
等
に
よ
り
病
床
稼
働
が
非
効

率
と
な
っ
て
い
る
病
棟
や
、
稼
働
率
は
悪
く
は
な
い
が
医
療
内
容
の
高
度
化
等
に
よ
り

退
院
を
促
進
す
る
こ
と
で
不
要
と
な
る
病
床
等
を
整
理
・
集
約
し
病
床
稼
働
の
効
率
化

を
図
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
患
者
数
を
上
回
る
過
大
な
提
供
体
制
に
起
因
す
る
大
幅
な

赤
字
拡
大
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
医
療
内
容
の
充
実
と
医
療
人
材
の
効
率
的
な
配
置

を
図
っ
た
。

①
一
般
病
床

一
般
病
床
に
つ
い
て
は
、
医
療
密
度
の
向
上
に
よ
り
生
ず
る
平
均
在
院
日
数
の
減

と
い
う
積
極
的
な
理
由
や
、
大
学
か
ら
の
医
師
の
引
き
揚
げ
と
い
う
消
極
的
な
理
由

に
よ
り
、
在
院
患
者
が
減
少
し
病
床
稼
働
率
が
著
し
く
低
下
す
る
状
況
が
長
期
化
す

る
病
院
に
お
い
て
、
病
棟
の
整
理
・
集
約
を
図
っ
た
。
当
該
人
員
に
つ
い
て
は
、
病

院
内
の
他
病
棟
で
の
活
用
に
よ
る
上
位
基
準
取
得
や
、
他
病
院
へ
の
異
動
、
新
規
採

用
の
抑
制
等
に
よ
り
、
在
院
患
者
数
に
見
合
っ
た
適
正
な
提
供
体
制
の
確
立
を
進
め

て
い
る
。

②
結
核
病
床
（
新
退
院
基
準
の
実
施
）

結
核
病
床
に
つ
い
て
は
、
結
核
患
者
の
新
退
院
基
準
の
実
施
に
よ
り
、
結
核
の
入

院
患
者
数
及
び
病
床
利
用
率
は
低
下
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
効
率
的
な
病
棟
運
営

の
た
め
、
複
数
の
結
核
病
棟
を
保
有
し
て
い
る
病
院
に
お
い
て
は
、
病
棟
の
休
棟
ま

た
は
廃
止
、
ま
た
、
単
一
の
結
核
病
棟
を
保
有
し
て
い
る
病
院
に
お
い
て
は
、
結
核

病
床
を
一
部
削
減
の
上
、
一
般
病
床
と
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
（
７
か
所
）
を
行
う
な
ど
の

取
組
を
進
め
て
い
る
。

③
精
神
病
床
（
急
性
期
型
へ
の
移
行
と
医
療
観
察
法
病
棟
の
実
施
）

精
神
病
床
に
つ
い
て
は
、
国
の
精
神
病
床
に
係
る
方
針
（
１
０
年
間
で
約
７
万
床

（
全
精
神
病
床
の
約
２
５
％
）
削
減
）
を
踏
ま
え
、
既
存
の
精
神
病
棟
に
長
期
入
院

す
る
患
者
を
中
心
に
地
域
移
行
等
を
進
め
病
院
全
体
と
し
て
の
機
能
を
急
性
期
型
に

移
行
を
図
る
一
方
で
、
当
該
集
約
に
伴
い
生
じ
る
看
護
職
員
の
再
教
育
等
を
行
い
、

高
い
密
度
の
精
神
医
療
を
行
う
医
療
観
察
法
病
棟
（
１
１
病
院
２
９
９
床
）
の
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
再
配
置
を
進
め
て
い
る
。



-
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

２
．

医
療

の
質

の
向

上
を

伴
っ

た
収

支
の

改
善

○
各
病
院
に
お
い
て
、
地
域
医
療
連
携
の
活
動
強
化
、
救
急
患
者
等
の
積
極
的
受
入

れ
、
病
床
管
理
委
員
会
の
運
営
な
ど
の
取
組
に
よ
っ
て
、
病
床
の
効
率
的
な
利
用
及

び
新
規
患
者
数
の
増
加
等
を
図
っ
て
い
る
。

ま
た
、
紹
介
率
・
逆
紹
介
率
の
向
上
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
の
推
進
等
に
よ
っ
て

平
均
在
院
日
数
の
短
縮
等
を
図
り
、
診
療
報
酬
上
の
上
位
基
準
を
積
極
的
に
取
得
す

る
と
と
も
に
、
地
域
医
療
支
援
病
院
及
び
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
新
規
指

定
を
受
け
る
な
ど
、
医
療
の
質
の
向
上
を
伴
っ
た
収
支
の
改
善
に
努
め
た
。

1
6
年
度

1
7
年
度

1
8
年
度

1
9
年
度

地
域
医
療
連
携
室
の
専
任
化

6
8
病
院

8
4
病
院

1
0
9
病
院

1
1
6
病
院

紹
介
率

4
0
.
5
%

4
2
.
7
%

4
7
.
4
%

5
1
.
1
%

逆
紹
介
率

2
8
.
7
%

3
3
.
2
%

3
2
.
2
％

3
6
.
9
%

救
急
搬
送
件
数

1
2
0
千

1
2
4
千

1
2
7
千

1
3
4
千

件
/
年

件
/
年

件
/
年

件
/
年

5
2
6
千

5
4
5
千

5
6
1
千

5
6
5
千

新
入
院
患
者
数

人
/
年

人
/
年

人
/
年

人
/
年

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
パ
ス
適
用
数

1
2
0
,
8
2
7

1
7
0
,
9
5
4

1
9
2
,
7
1
5

2
2
6
,
8
4
5

件
件

件
件

地
域
医
療
支
援
病
院

６
病
院

９
病
院

1
4
病
院

2
3
病
院

地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

1
1
病
院

1
1
病
院

2
4
病
院

3
1
病
院

都
道
府
県
が
ん
診
療
連
携
拠
点 病
院

－
－

1
病
院

2
病
院

○
Ｄ
Ｐ
Ｃ
対
象
病
院
へ
の
移
行
に
よ
る
医
療
の
標
準
化
へ
の
取
組
や
医
療
安
全
管
理

体
制
の
充
実
を
図
り
、
安
心
・
安
全
な
医
療
の
提
供
及
び
医
療
の
質
の
向
上
に
努
め

た
。

・
Ｄ
Ｐ
Ｃ
対
象
病
院

1
6
年
度

8
病
院

→
1
7
年
度

8
病
院

→
1
8
年
度

2
2
病
院

→
1
9
年
度

2
2
病
院

(
平
成
1
9
年
度
は
準
備
病
院
1
2
病
院
)

※
平
成
2
0
年
度
:
Ｄ
Ｐ
Ｃ
対
象
病
院
=
3
0
病
院
、
準
備
病
院
=
1
6
病
院

・
医
療
安
全
管
理
室
の
専
任
化

1
6
年
度

1
3
9
病
院

→
1
7
年
度

1
3
9
病
院

→
1
8
年
度

1
4
0
病
院

→
1
9
年
度

1
4
2
病
院

（
主
な
施
設
基
準
の
取
得
状
況

〔
平
成
２
０
年
３
月
時
〕

）
・
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（

７
：
１
）

→
２
４
病
院
が
取
得

・
一
般
病
棟
入
院
基
本
料
（
１
０
：
１
）

→
６
３
病
院
が
取
得

・
地
域
連
携
診
療
計
画
管
理
料

→
９
病
院
が
取
得

・
ハ
イ
リ
ス
ク
妊
産
婦
共
同
管
理
料

→
１
６
病
院
が
取
得

・
栄
養
管
理
実
施
加
算

→
全
病
院
が
実
施

・
外
来
化
学
療
法
加
算

→
６
９
病
院
が
取
得
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

Ａ
－

－
－

－
２

医
療

機
器

・
施

設
設

備
に

関
す

る
事

項
２

医
療

機
器

・
施

設
設

備
に

関
す

る
計

画
２

医
療

機
器

・
施

設
設

備
に

関
す

る
計

画
3
.
6
7

－
－

－
－

医
療
機
器
・
施
設
設
備
に
つ
い
て
は
、
費
用
対
効
果
や
法

中
期
目
標
の
期
間
中
に
整
備
す
る
医
療
機
器
・
施
設
設
備

１
．

医
療

機
器

整
備

の
考

え
方

(P
8
8

第
3
の

2
の

1
.(
2
)｢

医
療

機
器

整
備

の
投

資
枠

｣
参

人
全
体
の
財
務
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
着
実
に
実
施
す
る
こ

に
つ
い
て
は
、
別
紙
４
の
と
お
り
と
す
る
。

照
)

と
。

（
全
体
的
な
枠
組
み
）

○
医
療
機
器
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
７
年
度
に
施
設
の
減
価
償
却
費
と
経
営

状
況
等
を
勘
案
し
た
投
資
の
ル
ー
ル
化
を
図
っ
た
が
、
平
成
１
８
年
度
に
お
い
て

は
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
黒
字
病
院
の
投
資
枠
の
上
限
を
緩
和
す
る
と
と
も

に
、
当
該
枠
の
設
定
時
期
を
３
か
月
早
め
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
総
額
約
２
１
０
億
円
の
投
資
枠
を
設
定
し
各
病
院
の

、
。

医
療
機
器
の
計
画
的
更
新
と
医
療
内
容
の
充
実

投
資
回
収
の
早
期
化
を
図
っ
た

○
通
常
の
投
資
枠
の
他
に
、
地
域
医
療
体
制
の
変
動
等
に
よ
り
新
た
な
診
療
科
を

設
け
る
必
要
が
あ
る
場
合
な
ど
に
、
収
支
が
確
保
さ
れ
る
範
囲
内
で
、
追
加
的
に

投
資
枠
を
用
意
す
る
仕
組
み
を
整
備
し
、
各
病
院
の
機
動
的
な
体
質
変
換
を
支
援

し
て
い
る
。
平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
は
、
５
病
院
を
対
象
に
計
３
．
６
億
円
の

、
、

。
追
加
枠
を
設
定
し

対
象
病
院
の
活
性
化

地
域
医
療
の
向
上
に
つ
な
げ
て
い
る

（
本
部
の
関
与
・
支
援
）

○
定
め
ら
れ
た
投
資
枠
の
中
で
各
病
院
が
ど
の
よ
う
な
機
器
を
購
入
す
る
か
は
、

収
支
計
算
に
基
づ
き
病
院
自
ら
判
断
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
５
千
万
以
上

の
大
型
医
療
機
器
に
つ
い
て
は
、
病
院
が
行
う
収
支
計
算
が
適
正
か
ど
う
か
を
本

部
で
審
査
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
審
査
の
際
に
は
、
稼
働
件
数
見
込
み
、
費
用

の
見
込
み
等
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
稼
働
状
況
改
善
の
た
め
の
情
報
提
供
等
を

行
っ
て
い
る
。

○
平
成
１
８
年
度
か
ら
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
赤
字
の
病
院
等
に
つ
い
て
は
、

当
該
病
院
の
医
療
機
器
の
購
入
に
つ
い
て
、
借
入
利
子
の
一
定
割
合
を
本
部
と
し

て
補
助
す
る
な
ど
、
経
営
が
苦
し
い
病
院
の
再
投
資
を
支
援
す
る
枠
組
み
を
新
た

に
設
け
、
平
成
１
９
年
度
は
３
病
院
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

○
平
成
２
０
年
度
に
お
い
て
は
、
治
験
を
推
進
す
る
た
め
に
治
験
収
支
の
投
資
枠

へ
の
反
映
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
老
朽
化
し
た
機
器
を
多
く
保
有
し
て
お
り
減

価
償
却
費
が
少
な
く
必
要
な
機
器
整
備
が
困
難
な
病
院
に
対
し
て
、
追
加
の
投
資

枠
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

２
．

施
設

整
備

の
考

え
方

（
全
体
的
な
枠
組
み
）

○
施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
器
と
は
異
な
り
事
前
に
投
資
枠
を
示
す
こ
と

が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
に
整
備
の
必
要
性
が
あ
る
事
案
ご
と
に
本
部
で

審
査
す
る
仕
組
み
と
し
て
お
り
審
査
の
着
眼
点
の
標
準
化
や
、
審
査
結
果
の
全
病

院
へ
の
提
供
等
に
よ
り
業
務
の
標
準
化
を
図
る
と
と
も
に
、
整
備
計
画
の
承
認
か

ら
供
用
開
始
ま
で
の
標
準
期
間
を
定
め
進
行
管
理
を
行
い
、
整
備
の
迅
速
化
を
図

る
。
平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
は
、
整
備
計
画
作
成
時
に
意
見
聴
取
等
を
行
う
と

と
も
に
、
業
務
手
順
（
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
）
を
標
準
化
し
、
整
備
計
画
の
質
の
向

上
を
図
る
枠
組
み
を
設
け
た
。

（
本
部
の
支
援
）

○
平
成
１
８
年
度
か
ら
は
医
療
機
器
と
同
様
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
赤
字
の

病
院
等
に
対
し
、
当
該
病
院
の
借
入
利
子
の
一
定
割
合
を
本
部
と
し
て
補
助
す
る

な
ど
、
経
営
が
苦
し
い
病
院
の
再
投
資
を
支
援
す
る
枠
組
み
を
新
た
に
設
け
、
平

成
１
９
年
度
は
４
病
院
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。



-
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

（
特
別
の
事
情
に
応
じ
た
投
資
）

○
病
院
建
替
等
を
行
う
場
合
に
は
、
病
院
が
自
己
資
金
１
/
３
を
用
意
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
て
い
る
が
、
整
備
に
伴
う
収
益
増
加
や
費
用
削
減
に
よ
り
将
来
の
収
益

が
確
保
さ
れ
る
と
き
は
、
自
己
資
金
１
/
３
が
な
く
て
も
投
資
を
進
め
る
枠
組
み
を

明
確
化
し
、
黒
字
病
院
、
赤
字
病
院
に
関
わ
ら
ず
、
病
院
機
能
を
向
上
さ
せ
る
部

門
を
中
心
に
投
資
す
る
こ
と
に
よ
り
、
患
者
の
療
養
環
境
の
改
善
と
、
病
院
の
経

営
体
力
の
向
上
及
び
自
立
性
を
高
め
る
整
備
を
進
め
て
い
る
。

○
平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
は
自
立
経
営
が
困
難
な
病
院
の
病
棟
建
替
整
備
の
た

め
、
病
院
の
資
金
繰
り
の
健
全
化
を
図
る
観
点
か
ら
国
時
代
の
長
期
債
務
に
係
る

元
金
の
う
ち
１
割
以
内
の
免
除
や
、
国
時
代
の
長
期
債
務
の
１
０
～
２
０
年
の
平

準
化
に
よ
る
支
援
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
建
替
整
備
事
業
の
拡
大
を
図
っ
た
。

○
平
成
１
８
年
度
は
、
自
己
資
金
１
/
３
の
確
保
を
求
め
な
い
病
棟
建
替
整
備
と
し

て
、
赤
字
病
院
で
あ
る
宇
多
野
病
院
、
東
広
島
医
療
セ
ン
タ
ー
を
含
め
、
西
埼
玉

、
、

、
、

、
中
央
病
院

医
王
病
院

鈴
鹿
病
院

兵
庫
中
央
病
院

南
岡
山
医
療
セ
ン
タ
ー

高
松
東
病
院
、
小
倉
病
院
、
大
分
医
療
セ
ン
タ
ー
、
別
府
医
療
セ
ン
タ
ー
、
都
城

病
院
の
１
２
病
院
（
旧
病
院
５
カ
所
、
旧
療
養
所
７
カ
所
）
を
決
定
し
た
。

○
平
成
１
９
年
度
は
、
自
己
資
金
１
/
３
の
確
保
を
求
め
な
い
病
棟
建
替
整
備
と
し

、
、

、
、

、
て

赤
字
病
院
で
あ
る
花
巻
病
院
を
含
め

道
北
病
院

弘
前
病
院

宮
城
病
院

七
尾
病
院
、
京
都
医
療
セ
ン
タ
ー
、
南
和
歌
山
医
療
セ
ン
タ
ー
、
松
江
病
院
、
佐

賀
病
院
、
長
崎
神
経
医
療
セ
ン
タ
ー
の
１
０
病
院
（
旧
病
院
４
カ
所
、
旧
療
養
所

６
カ
所
）
を
決
定
し
た
。

（
平
成
１
９
年
度
病
棟
建
替
に
際
し
自
己
資
金
１
／
３
を
確
保
し
て
い
る
病
院
は
下

志
津
病
院
）

○
特
別
事
情
に
よ
る
病
棟
建
替
整
備

赤
字
病
院

黒
字
病
院

合
計

1
7
'

－
－

５
カ
所

1
,
2
1
9
床

５
カ
所

1
,
2
1
9
床

1
8
'

２
カ
所

5
2
0
床

1
0
カ
所

2
,
9
1
2
床

1
2
カ
所

3
,
4
3
2
床

1
9
'

１
カ
所

6
0
床

9
カ
所

1
,
8
3
8
床

1
0
カ
所

1
,
8
9
8
床

（
本
部
の
関
与
・
支
援
）

、
（

、
○

中
小
規
模
の
案
件
に
つ
い
て
は

必
要
最
低
限
の
審
査

２
重
投
資
か
ど
う
か

）
、

、
、

、
価
格
は
妥
当
か
等

と
し
て
い
る
が

病
棟
建
替
等
に
つ
い
て
は

一
般

結
核

精
神
の
各
病
床
の
効
率
的
運
用
を
図
る
一
環
と
し
て
、
建
替
計
画
の
計
画
策
定
の

際
に
、
病
院
と
本
部
の
間
で
、

①
新
入
院
患
者
数
等
か
ら
み
た
適
正
な
総
病
床
数

②
医
療
の
質
の
確
保
（
特
に
夜
勤
体
制

、
人
員
配
置
の
効
率
性
等
か
ら
み

）
た
、
適
正
な
病
棟
編
成
（
各
病
棟
の
規
模
）

等
に
つ
い
て
、
十
分
に
検
討
し
合
意
を
し
た
上
で
、
投
資
内
容
を
決
定
す
る
枠
組

み
を
整
備
し
、
建
替
案
件
等
に
お
い
て
実
践
し
て
い
る
。

○
結
核
、
精
神
病
床
の
効
率
的
運
用
を
促
進
す
る
一
環
と
し
て
、
結
核
病
床
の
ユ

ニ
ッ
ト
化
、
精
神
病
床
の
急
性
期
化
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
本
部

と
し
て
補
助
す
る
仕
組
を
設
け
、
医
療
の
質
の
向
上
と
効
率
化
を
進
め
て
い
る
。

○
結
核
、
精
神
病
床
以
外
の
建
物
整
備
に
つ
い
て
も
、
医
療
機
器
と
同
様
に
、
キ

ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
赤
字
の
病
院
等
に
対
し
、
当
該
病
院
の
借
入
利
子
の
一
定
割

合
を
本
部
と
し
て
補
助
す
る
な
ど
、
経
営
が
苦
し
い
病
院
の
再
投
資
を
支
援
す
る

枠
組
み
を
新
た
に
設
け
た
。



-
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

３
．

病
棟

建
替

等
（

大
型

案
件

）
整

備
決

定
後

の
償

還
性

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

○
建
替
整
備
が
決
定
し
た
病
院
は
、
当
該
整
備
に
係
る
債
務
を
返
済
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
こ
と
か
ら
、
健
全
な
病
院
経
営
を
促
す
た
め
、
決
定
さ
れ
た
整
備
の
償
還
計

画
に
つ
い
て
継
続
的
な
検
証
を
行
い
、
償
還
困
難
と
認
め
ら
れ
る
経
営
状
況
と
な
っ

た
場
合
は
、
償
還
性
が
確
保
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
整
備
の
凍
結
又
は
、
費
用
削
減
等

に
よ
る
経
営
改
善
を
実
施
す
る
仕
組
み
を
平
成
１
８
年
度
か
ら
設
け
て
い
る
。

検
証
す
る
手
順
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、

①
前
年
度
実
績
と
決
定
時
の
収
支
差
の
比
較

※
前
年
度
実
績
が
決
定
時
よ
り
悪
化
し
た
場
合
は
、
当
該
年
度
に
実
績
に
お
け

る
１
０
年
以
内
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
累
積
状
況

②
前
年
度
実
績
と
決
定
時
の
患
者
数
・
診
療
点
数
の
比
較

○
平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
検
証
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
１
８
年
度
以
前
に
整
備
を

決
定
し
た
病
院
の
う
ち
、
工
事
着
工
前
の
大
分
医
療
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
経
営
改

善
さ
れ
る
ま
で
整
備
の
凍
結
を
行
い
、
既
に
着
工
し
て
い
た
愛
媛
病
院
、
福
岡
東
医

療
セ
ン
タ
ー
及
び
都
城
病
院
に
つ
い
て
は
経
営
改
善
の
実
施
を
決
定
し
た
。

４
．

自
己

資
金

を
積

極
的

に
活

用
し

た
医

療
機

器
整

備
・

施
設

整
備

(
1
)
平
成
１
６
年
度

平
成
１
６
年
度
に
お
い
て
は
、
投
資
効
果
が
期
待
で
き
る
医
療
機
器
へ
の
投
資
を

重
点
的
に
行
う
こ
と
と
し
て
、
自
己
資
金
を
積
極
的
に
活
用
し
、
医
療
機
器
の
総
投

資
額
１
１
３
億
円
の
う
ち
６
９
億
円
に
自
己
資
金
を
充
て
た
。

(
2
)
平
成
１
７
年
度

医
療
機
器
整
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
７
年
度
に
お
い
て
も
、
平
成
１
６
年
度
に

引
き
続
き
投
資
効
果
が
期
待
で
き
る
医
療
機
器
へ
の
投
資
を
重
点
的
に
行
い
、
自
己

資
金
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
医
療
機
器
の
総
投
資
額
１
２
３
億
円
の
う

（
、

）
ち
内
部
資
金
６
８
億
円

内
訳
：
病
院
の
自
己
資
金
２
８
億
円

預
託
金
４
０
億
円

を
充
て
た
。

施
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
｢
国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
建
物
整
備
の
指
針
｣
等
、
建

、
、

、
築
投
資
の
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ
き

整
備
内
容
の
合
理
化

単
価
の
引
き
下
げ

自
己
資
金
の
活
用
等
を
行
い
、
長
期
借
入
金
の
償
還
確
実
な
も
の
に
つ
い
て
、
着
実

な
整
備
を
行
い
、
そ
の
財
源
に
は
長
期
借
入
金
等
２
４
３
億
円
及
び
内
部
資
金
１
８

億
円
（
内
訳
：
病
院
の
自
己
資
金
等
１
５
億
円
、
預
託
金
３
億
円
）
を
充
て
た
。

(
3
)
平
成
１
８
年
度

医
療
機
器
整
備
・
施
設
整
備
の
双
方
に
つ
い
て
、
自
己
資
金
を
積
極
的
に
活
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
整
備
量
を
確
保
し
つ
つ
、
長
期
借
入
金
を
抑
制
し
た
。

医
療
機
器
整
備
に
つ
い
て
は
、
総
投
資
額
１
７
９
億
円
の
う
ち
９
９
億
円
が
内
部

資
金
（
内
訳
：
病
院
の
自
己
資
金
等
４
９
億
円
、
預
託
金
５
０
億
円
）
で
あ
り
、
そ

の
割
合
は
、
１
７
年
度
に
引
き
続
き
同
じ
５
５
％
と
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

施
設
整
備
に
つ
い
て

長
期
借
入
金
等
１
３
０
億
円
及
び
内
部
資
金
１
９
億
円

内
、

（
訳
：
病
院
の
自
己
資
金
等
１
０
億
円
、
預
託
金
９
億
円
）
で
あ
り
、
内
部
資
金
の
割

合
は
、
１
７
年
度
と
比
較
し
て
６
％
増
の
１
３
％
と
な
っ
て
い
る
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

(
4
)
平
成
１
９
年
度

引
き
続
き
、
自
己
資
金
を
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
整
備
量
を

確
保
し
つ
つ
、
長
期
借
入
金
を
抑
制
し
た
。

医
療
機
器
整
備
に
つ
い
て
は
、
総
投
資
額
１
４
０
億
円
の
う
ち
１
０
０
億
円
が
内

部
資
金
（
内
訳
：
病
院
の
自
己
資
金
４
２
億
円
、
預
託
金
等
５
８
億
円
）
で
あ
り
、

そ
の
割
合
は
、
平
成
１
８
年
度
と
比
較
し
て
１
６
％
と
増
の
７
１
％
高
い
水
準
と
な

っ
て
い
る
。

施
設
整
備
に
つ
い
て

長
期
借
入
金
等
１
５
４
億
円
及
び
内
部
資
金
５
７
億
円

内
、

（
訳
：
病
院
の
自
己
資
金
３
４
億
円
、
預
託
金
等
２
３
億
円
）
で
あ
り
、
内
部
資
金
の

割
合
は
、
平
成
１
８
年
度
と
比
較
し
て
１
４
％
増
の
２
７
％
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
医
療
機
器
整
備
に
つ
い
て
は
、
独
法
化
後
は
じ
め
て
財
政
融
資
資
金
か
ら

借
入
を
行
わ
ず
、
財
投
機
関
債
と
内
部
資
金
に
よ
り
投
資
を
行
っ
た
。

５
.
国

の
施

策
に

基
づ

き
行

っ
た

整
備

地
域
住
民
や
患
者
等
の
安
全
の
確
保
を
図
る
た
め
に
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
耐
震
強
化
整
備
を
平
成
１
６
年
度
以
降
か
ら
、
ま
た
ア
ス
ベ

ス
ト
の
曝
露
の
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
へ
の
緊
急
対
策
整
備
等
を
平
成
１
７
年
度
以
降
か

ら
行
っ
た
。

Ａ
Ａ

Ａ
Ａ

Ａ
（

４
）

診
療

事
業

以
外

の
事

業
に

係
る

費
用

の
節

減
（

４
）

診
療

事
業

以
外

の
事

業
に

係
る

費
用

の
節

減
等

(
4
)

診
療

事
業

以
外

の
事

業
に

係
る

費
用

の
節

減
等

3
.
6
7

3
.
6
7

4
.
1
1

4
.
0
0

3
.
8
6

臨
床
研
究
事
業
や
教
育
研
修
事
業
に
つ
い
て
は
、
競
争

診
療
事
業
以
外
の
事
業
、
特
に
運
営
費
交
付
金
対
象
事
業

的
研
究
費
の
獲
得
や
授
業
料
等
の
自
己
収
入
の
確
保
に
努

に
つ
い
て
は
、
自
己
収
入
の
確
保
や
費
用
節
減
に
努
め
る
こ

め
る
と
と
も
に
、
費
用
の
節
減
に
努
め
、
臨
床
研
究
や
教

と
に
よ
り
、
新
規
拡
充
業
務
を
除
い
て
、
そ
の
費
用
の
う
ち

育
研
修
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
。

運
営
費
交
付
金
等
の
割
合
を
低
下
さ
せ
る
。
ま
た
、
運
営
費

交
付
金
対
象
事
業
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
も
効
率
化
を
図

る
。

①
臨

床
研

究
事

業
①

臨
床

研
究

事
業

厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
等
の
外
部
の
競
争
的
研
究

１
．

競
争

的
研

究
費

獲
得

の
た

め
の

推
進

及
び

助
言

費
の
獲
得
に
努
め
、
中
期
目
標
の
期
間
中
に
お
い
て
、
更
な

競
争
的
資
金
の
獲
得
の
た
め
、
事
業
を
実
施
す
る
省
庁
な
ど
か
ら
研
究
内
容
や
応
募

る
研
究
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
評
価
を
行
っ
て
研

に
か
か
る
情
報
を
入
手
し
、
各
病
院
に
対
し
、
情
報
提
供
や
手
続
き
に
か
か
る
助
言
を

究
の
効
率
化
に
努
め
る
。

行
う
と
と
も
に
、
臨
床
研
究
部
の
活
動
実
績
の
評
価
及
び
臨
床
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
評
価
の
評
価
項
目
に
、
競
争
的
研
究
費
獲
得
額
を
設
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
競
争
的
研
究
費
獲
得
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
働
き
、
獲
得
金
額
が
大
幅
に

増
加
し
て
い
る
。

厚
生
労
働
科
学

文
部
科
学
研
究
費

そ
の
他
の

研
究
費

競
争
的
資
金

1
5
年
度

1
2
億
3
,
0
0
9
万

8
,
4
6
1
万

4
億
7
,
6
0
5
万

1
6
年
度

1
8
億
8
,
5
9
4
万

1
億
2
,
7
7
4
万

3
億
1
,
5
2
4
万

1
7
年
度

8
億
4
,
1
9
0
万

1
億
9
,
7
9
8
万

4
億
6
,
6
6
1
万

1
8
年
度

1
5
億
7
,
2
8
0
万

1
億
6
,
3
4
6
万

6
億
3
,
7
1
3
万

1
9
年
度

1
5
億
4
,
9
3
1
万

2
億
5
,
0
7
5
万

5
億
4
,
7
4
5
万
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

２
．

治
験

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
活

用
１
４
６
病
院
に
わ
た
る
治
験
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
受
託
研
究
件
数
を
増
加
さ

、
、

せ
る
こ
と
で
受
託
研
究
費
の
獲
得
を
増
や
す
と
と
も
に

実
施
症
例
数
の
増
加
に
努
め

治
験
の
質
の
向
上
を
図
っ
た
。

○
治
験
実
施
症
例
数
及
び
受
託
研
究
実
績
（
再
掲
）

治
験
総
実
施
症
例
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
９
年
度
ま
で
に
1
7
,
1
6
0
件
と
な
り
、

単
年
度
で
は
以
下
の
と
お
り
例
年
、
中
期
計
画
の
数
値
目
標
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い

る
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
受
託
研
究
金
額
も
増
加
し
た
。

治
験
実
施
症
例
数

受
託
研
究
実
績

症
例
数
(
件
)

対
H
1
5
'
比
(
%
)

実
績
(
万
円
)

対
H
1
5
'
比
(
%
)

1
5
年
度

2
,
7
8
9

2
9
2
,
4
0
0

1
6
年
度

3
,
5
6
0

1
2
7
.
6

3
5
8
,
9
0
0

1
2
2
.
7

1
7
年
度

4
,
1
7
3

1
4
9
.
6

4
4
0
,
2
0
0

1
5
0
.
5

1
8
年
度

4
,
6
2
4

1
6
5
.
8

4
7
8
,
9
0
0

1
6
3
.
8

1
9
年
度

4
,
8
0
3

1
7
2
.
2

5
6
3
,
5
0
0

1
9
2
.
7

②
教

育
研

修
事

業
②

教
育

研
修

事
業

看
護
師
等
養
成
所
の
入
学
金
及
び
授
業
料
、
受
託
研
修
料
等

１
．

看
護

師
等

養
成

所
の

入
学

金
及

び
授

業
料

の
改

定
に
つ
い
て

民
間
の
水
準
を
考
慮
の
上

そ
の
適
正
化
に
努
め

、
、

、

看
護
師
等
養
成
所
の
入
学
金
及
び
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
給
与
水
準
を
考
慮

平
成
１
５
年
度
に
比
し
、
中
期
目
標
の
期
間
中
に
、
授
業
料
等

し
た
上
、
平
成
１
６
年
度
以
降
、
計
画
的
に
引
き
上
げ
て
い
る
。

の
改
定
及
び
費
用
の
縮
減
を
図
り
、
教
育
研
修
事
業
に
お
け
る

収
支
率
を
２
０
％
以
上
改
善
す
る
。

２
．

教
育

研
修

事
業

の
収

支
率

の
改

善
教
育
研
修
事
業
に
つ
い
て
、
授
業
料
等
の
改
定
、
効
率
的
な
運
営
を
行
う
こ
と
に
よ

り
収
支
率
を
１
５
年
度
比
で
2
8
.
1
ポ
イ
ン
ト
増
の
改
善
と
な
っ
た
。

平
成
１
９
年
度

収
支
率
5
5
.
5
％
（
対
１
５
年
度
比

2
8
.
1
ポ
イ
ン
ト
増
）

平
成
１
８
年
度

収
支
率
5
6
.
5
％

平
成
１
７
年
度

収
支
率
5
3
.
2
％

平
成
１
６
年
度

収
支
率
4
8
.
1
％

平
成
１
５
年
度

収
支
率
2
7
.
4
％



-
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

Ａ
Ａ

Ａ
Ａ

Ａ
（

５
）

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

の
導

入
等

Ｉ
Ｔ

化
の

推
進

（
５

）
財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
の

導
入

等
Ｉ

Ｔ
化

の
推

進
(
5
)

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

の
導

入
等

Ｉ
Ｔ

化
の

推
進

4
.
2
2

4
.
0
0

4
.
0
0

3
.
8
9

4
.
0
3

企
業
会
計
原
則
へ
の
移
行
に
伴
う
新
た
な
会
計
処
理

会
計
処
理
に
必
要
な
す
べ
て
の
病
院
共
通
の
財
務
会

１
．

財
務

会
計

シ
ス

テ
ム

へ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
Ｉ
Ｔ
化
の
推
進
を
図
り
、

計
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
部
門
別
決
算
や
月
次
決
算
を
行

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
は
、
企
業
会
計
原
則
に
基
づ
く
事
務
処
理
と
月
次
・
年
次
の
決

各
病
院
の
財
務
分
析
を
行
う
な
ど
、
業
務
の
効
率
的
な

う
と
と
も
に
、
各
病
院
の
経
営
状
況
の
比
較
等
病
院
の
財

算
処
理
、
そ
れ
に
伴
う
財
務
諸
表
の
作
成
を
行
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
作

運
営
に
努
め
る
こ
と
。

務
状
況
が
分
析
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
経
営
改

、
。

善
を
進
め
る
。

成
さ
れ
た
財
務
諸
表
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り

早
期
な
経
営
状
況
の
把
握
が
行
え
る

平
成
１
７
年
度
に
お
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
の
改
修
に
よ
り
各
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
（
２
０

～
３
０
施
設
）
で
の
集
計
が
可
能
と
な
り
大
幅
な
時
間
の
短
縮
が
図
ら
れ
、
業
務
の
軽

減
及
び
今
ま
で
よ
り
早
く
経
営
分
析
に
取
り
か
か
る
こ
と
が
出
来
た
。

平
成
１
８
年
度
に
お
い
て
は
、
契
約
事
務
の
適
正
化
の
取
組
と
し
て
、
四
半
期
毎
の

契
約
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
業
者
と
の
取
引
状
況
（
急
増
急
減
等
）
を
点
検
す
る
た

め
、
取
引
先
別
の
各
月
の
取
引
高
の
一
覧
を
作
成
す
る
機
能
を
追
加
し
、
ま
た
、
減
損

会
計
へ
の
対
応
な
ど
随
時
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行
っ
た
。

平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
は
、
契
約
事
務
の
適
正
化
に
か
か
る
会
計
規
程
等
の
一
部

改
正
を
受
け
、
取
引
先
と
の
契
約
内
容
の
登
録
及
び
支
出
業
務
に
お
け
る
契
約
登
録
番

。
、

、
号
入
力
の
必
須
化
を
実
施
し
た

ま
た

税
制
改
正
に
伴
う
減
価
償
却
方
法
変
更
対
応

独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
改
訂
対
応
等
、
随
時
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
行
っ
た
。

２
．

経
営

分
析

シ
ス

テ
ム

（
部

門
別

決
算

等
）

経
営
分
析
シ
ス
テ
ム
は
、
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
等
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
部
門
別

・
診
療
科
別
損
益
計
算
書
や
各
種
経
営
管
理
指
標
の
算
出
、
他
施
設
と
の
各
種
経
営
管

理
指
標
の
比
較
が
可
能
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
各
部
門
毎
の
経
営
状
況
の

把
握
や
他
施
設
と
の
比
較
に
よ
る
問
題
点
の
把
握
を
行
い
、
経
営
改
善
の
た
め
の
参
考

資
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
。

な
お
、
部
門
別
決
算
に
お
い
て
は
、
費
用
の
各
部
門
へ
の
配
分
方
法
等
の
精
度
向
上

に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
も
更
な
る
精
度
向
上
に
努
め
る
。

３
．

評
価

会

(
1
)
評
価
会
の
概
要

す
べ
て
の
病
院
に
お
い
て
毎
月
の
２
５
日
を
目
途
と
し
て
、
前
月
の
月
次
決
算
状

況
に
お
け
る
経
営
状
況
の
分
析
を
行
う
た
め
「
評
価
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
月
次

決
算
に
よ
り
当
該
月
の
患
者
数
や
収
支
状
況
等
を
基
に
「
平
均
在
院
日
数

「
患
者

」
、

１
人
１
日
当
収
支

「
新
患
率

「
人
件
費
率

「
材
料
費
率

「
患
者
紹
介
率
」

」
、

」
、

」
、

」
、

等
の
分
析
を
行
い

平
均
在
院
日
数
短
縮
の
た
め
の
院
内
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
実
施

患
「

」
、「

者
数
確
保
の
た
め
の
具
体
策
の
検
討

「
費
用
抑
制
方
策
」
等
、
早
い
段
階
で
問
題

」
、

点
に
対
す
る
対
応
策
の
検
討
及
び
実
施
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
職
員
の
経

営
に
対
す
る
参
加
意
識
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
病
院
全
体
が
一
丸
と
な
っ
て

経
営
改
善
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
病
棟
単
位
で
の
患
者
数
の
動
向
や
在

院
日
数
の
状
況
な
ど
を
分
析
し
、
病
棟
毎
の
問
題
点
や
対
応
策
を
検
討
す
る
こ
と
が

で
き
た
。

(
2
)
各
病
院
で
実
施
さ
れ
た
経
営
改
善
の
具
体
策
と
効
果
等

○
平
均
在
院
日
数
の
縮
減
等
に
よ
る
上
位
基
準
の
取
得

○
督
促
の
強
化
や
退
院
時
精
算
の
徹
底
等
に
よ
る
医
業
未
収
金
（
患
者
自
己
負
担

分
）
の
改
善

→
<
前
年
度
債
権
>
：
1
6
年
度
回
収
率
7
9
｡
3
%
→
1
7
年
度
回
収
率
8
1
.
7
%
→
1
8
年
度
回

収
率
8
3
.
0
%
→
1
9
年
度
回
収
率
8
4
.
2
%
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

○
適
正
な
在
庫
管
理

○
病
診
連
携
の
強
化
や
地
域
の
老
健
施
設
と
の
連
携
に
よ
り
地
域
医
療
の
充
実
を

図
っ
た
。

○
病
診
連
携
に
よ
る
後
方
支
援
病
院
と
し
て
の
紹
介
率
の
Ｕ
Ｐ
と
逆
紹
介
率
の
安

定 →
<
患
者
紹
介
率
(
年
間
平
均
)
>
:
1
6
年
度
4
0
.
5
%
→
1
7
年
度
4
2
.
7
%
→
1
8
年
度
4
7
.
4
%

→
1
9
年
度
5
1
.
1
%

→
<
逆
紹
介
率
(
年
間
平
均
)
>
:
1
6
年
度
2
8
.
7
%
→
1
7
年
度
3
3
.
2
%
→
1
8
年
度
3
2
.
2
%

→
1
9
年
度
3
6
.
9
%

○
地
域
住
民
を
交
え
た
講
演
会
や
各
種
研
修
会
（
生
活
習
慣
病
・
成
人
病
・
認
知

症
な
ど
の
予
防
教
室
や
市
民
公
開
講
座
等
）
の
開
催

４
．

医
療

費
の

内
容

の
分

か
る

領
収

証
及

び
明

細
書

の
発

行
に

伴
う

シ
ス

テ
ム

の
改

修
「
医
療
費
の
内
容
の
分
か
る
領
収
証
の
交
付
に
つ
い
て

（
平
成
１
８
年
３
月
６
日

」
付
厚
生
労
働
省
保
険
局
長
通
知
）
に
よ
り
領
収
証
の
様
式
が
示
さ
れ
て
お
り
、
当
該
機

構
に
お
い
て
も
全
て
の
病
院
で
対
応
す
る
領
収
証
を
発
行
で
き
る
よ
う
、
平
成
１
８
年

度
以
降
に
必
要
に
応
じ
て
シ
ス
テ
ム
改
修
を
行
っ
た
。
な
お
、
併
せ
て
患
者
か
ら
の
求

め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
個
別
に
診
療
報
酬
点
数
の
算
定
項
目
が
わ
か
る
明
細
書
を
無
料

で
発
行
し
て
い
る
。

５
．

オ
ン

ラ
イ

ン
請

求
実

施
状

況
改
正
省
令
施
行
日
が
平
成
２
０
年
４
月
１
日
で
あ
る
病
院
７
２
ヵ
所
の
う
ち
、
平
成

１
９
年
度
中
に
前
倒
し
を
実
施
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
導
入
し
た
病
院
は
６
１
ヶ
所

で
あ
っ
た
。
残
り
１
１
病
院
に
つ
い
て
も
平
成
２
０
年
４
月
診
療
分
の
請
求
よ
り
導
入

対
応
済
で
あ
る
。
こ
の
他
、
平
成
２
０
年
４
月
１
日
ま
で
に
施
行
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
７
４
病
院
の
う
ち
、
３
１
病
院
に
つ
い
て
も
、
平
成
１
９
年
度
中
に
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
を
開
始
し
た
。

６
．

電
子

政
府

へ
の

協
力

(
1
)
ペ
イ
ジ
ー
（
P
a
y
-
e
a
s
y
）
の
利
用
開
始

財
政
融
資
資
金
の
償
還
や
社
会
保
険
料
等
の
国
庫
金
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
で
支
払
が
可
能
な
「
ペ
イ
ジ
ー
（
P
a
y
-
e
a
s
y
」
に
対
応

）
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
１
９
年
９
月
か
ら
本
部
に
お
い
て
利
用
し
て
い
る
銀
行

オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
を
電
話
回
線
型
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
型
に
変
更
し
、
ペ
イ

ジ
ー
の
利
用
を
開
始
し
た
（
延
べ
３
１
回

。
こ
れ
に
よ
り
支
払
業
務
の
効
率
化
及

）
び
事
故
防
止
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。

(
2
)
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
e
-
T
a
x
）
の
利
用
開
始

政
府
の
Ｉ
Ｔ
新
改
革
戦
略
（
平
成
１
８
年
１
月
１
９
日

Ｉ
Ｔ
戦
略
本
部
決
定
）
に

お
い
て
は
、
国
に
対
す
る
申
請
･
届
出
等
の
手
続
の
オ
ン
ラ
イ
ン
利
用
率
を
平
成
２
２

年
度
ま
で
に
５
０
％
以
上
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
支
払
業
務
の
効
率

化
並
び
に
事
故
防
止
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
平
成
２
０
年
１
月
よ
り
本
部
か
ら
納

（
）

、
税
す
る
消
費
税
及
び
源
泉
所
得
税

い
ず
れ
も
毎
月
１
回

延
べ
６
回

に
つ
い
て

国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
e
-
T
a
x
）
の
利
用
を
開
始
し
た
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

(
6
)

業
務

・
シ

ス
テ

ム
最

適
化

（
６

）
業

務
・

シ
ス

テ
ム

最
適

化
（

６
）

業
務

・
シ

ス
テ

ム
最

適
化

国
立
病
院
機
構
総
合
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

国
立
病
院
機
構
総
合
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

１
．

Ｃ
Ｉ

Ｏ
の

設
置

に
お
け
る
、
シ
ス
テ
ム
構
成
及
び
調
達
方
式
の
見
直
し

に
お
け
る
、
シ
ス
テ
ム
構
成
及
び
調
達
方
式
の
見
直
し
を

「
独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
実
現
方
策

（
平
成
１
７
年
６
月

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
コ
ス
ト
削
減
、
シ
ス

行
う
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
コ
ス
ト
削
減
、
シ
ス
テ
ム

」
１
９
日
）
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
に
お
け
る
業
務
・
シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
を
実
現

テ
ム
調
達
に
お
け
る
透
明
性
の
確
保
及
び
業
務
運
営
の

調
達
に
お
け
る
透
明
性
の
確
保
及
び
業
務
運
営
の
合
理
化

す
る
た
め
、
業
務
全
般
に
責
任
を
持
つ
情
報
化
統
括
責
任
者
（
C
I
O
)
を
平
成
１
７
年
度

合
理
化
を
図
る
こ
と
。

を
図
る
た
め
、
体
制
整
備
を
行
い
、
上
記
シ
ス
テ
ム
に
係

に
設
置
し
た
。
さ
ら
に
業
務
・
シ
ス
テ
ム
に
係
る
監
査
、
最
適
化
計
画
の
策
定
、
情
報

こ
の
た
め
、
上
記
シ
ス
テ
ム
に
係
る
刷
新
可
能
性
調

る
シ
ス
テ
ム
監
査
及
び
刷
新
可
能
性
調
査
を
平
成
１
８
年

シ
ス
テ
ム
の
調
達
等
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
情
報
シ
ス
テ
ム
等
に
関
し
て
専
門
的
知
識

査
等
を
平
成
１
８
年
度
中
に
実
施
し
、
こ
れ
ら
を
踏
ま

度
中
に
実
施
し
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
平
成
１
９
年
度
中
に

を
有
す
る
情
報
化
統
括
責
任
者
（
C
I
O
）
補
佐
官
も
併
せ
て
設
置
し
た
（
当
初
１
名
、
平

え
平
成
１
９
年
度
末
ま
で
に
業
務
・
シ
ス
テ
ム
の
最
適

業
務
・
シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
計
画
を
策
定
し

公
表
す
る

、
。

成
１
９
年
度
か
ら
２
名

。
化
計
画
を
策
定
し
、
公
表
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
平
成
２
０
年
度
よ
り
最
適
化
に
着
手
す
る
。

）

２
．

国
立

病
院

機
構

Ｉ
Ｔ

化
推

進
委

員
会

の
設

置
国
立
病
院
機
構
に
適
し
た
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
、
各

病
院
の
医
療
情
報
化
を
推
進
し
、
国
立
病
院
機
構
の
行
う
業
務
全
般
の
合
理
化
・
効
率

化
を
図
る
た
め
の
基
盤
整
備
や
シ
ス
テ
ム
開
発
計
画
等
に
関
す
る
今
後
の
基
本
方
針
を

検
討
す
る
た
め
、
国
立
病
院
機
構
I
T
化
推
進
委
員
会
を
設
置
し
た
。

さ
ら
に
当
該
委
員
会
の
下
に
「
国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
導
入

標
準
化
作
業
部
会

（
平
成
１
８
年
８
月
）
を
設
置
し
、
情
報
シ
ス
テ
ム
導
入
に
関
す

」
る
現
状
の
問
題
点
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
電
子
カ
ル
テ
や
オ
ー
ダ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

等
の
標
準
的
要
件
仕
様
等
の
検
討
を
平
成
１
８
年
度
以
降
開
始
し
た
。

３
．

シ
ス

テ
ム

監
査

及
び

刷
新

可
能

性
調

査
の

実
施

「
独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
実
現
方
策

（
平
成
１
７
年
６
月

」
）

、
、

１
９
日

に
基
づ
き

国
立
病
院
機
構
総
合
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

シ
ス
テ
ム
構
成
及
び
調
達
方
式
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
徹
底
し
た
業

務
改
革
を
断
行
し
、
シ
ス
テ
ム
コ
ス
ト
削
減
、
シ
ス
テ
ム
調
達
に
お
け
る
透
明
性
の
確

保
及
び
業
務
運
営
の
合
理
化
を
実
現
す
る
た
め
、
業
務
・
シ
ス
テ
ム
に
係
る
監
査
及
び

刷
新
可
能
性
調
査
を
平
成
１
９
年
度
に
行
っ
た
。

【
監
査
・
調
査
概
要
】

○
H
O
S
P
n
e
t
全
体
の
シ
ス
テ
ム
構
成
の
見
直
し

・
デ
ー
タ
の
一
元
化
に
よ
り
サ
ー
バ
ー
を
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
、
約
1
7
0
台
の

削
減
が
可
能
と
な
る
。

・
シ
ス
テ
ム
の
統
合
を
行
う
こ
と
で
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
・
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
保

守
費
用
の
削
減
が
可
能
と
な
る
。

○
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
見
直
し

・
回
線
帯
域
の
増
強
を
行
う
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
の
レ
ス
ポ
ン
ス
が
向

上
し
、
業
務
効
率
の
向
上
が
見
込
ま
れ
る
。

○
保
守
運
用
の
見
直
し

・
運
用
監
視
時
間
帯
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
で
費
用
の
削
減
が
見
込
ま
れ
る
。

○
組
織
と
し
て
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
取
組

・
一
括
調
達
を
見
直
し
、
分
離
調
達
を
行
う
こ
と
で
調
達
コ
ス
ト
の
低
減
が
見

込
ま
れ
る
。

・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ポ
リ
シ
ー
の
策
定
が
必
要
で
あ
る
。

・
シ
ス
テ
ム
利
用
者
へ
の
研
修
・
教
育
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。



-
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

４
．

最
適

化
計

画
の

策
定

・
公

表
「
独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
・
シ
ス
テ
ム
最
適
化
実
現
方
策

（
平
成
１
７
年
６
月

」
２
９
日
各
府
省
情
報
化
統
括
責
任
者
（
Ｃ
Ｉ
Ｏ
）
連
絡
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
平
成

１
９
年
１
０
月
１
０
日
に
国
立
病
院
機
構
総
合
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
Ｈ
Ｏ

Ｓ
Ｐ
ｎ
ｅ
ｔ
）
に
お
け
る
最
適
化
計
画
を
策
定
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
こ
れ
を
公
表

し
た
。

【
最
適
化
計
画
の
概
要
】

○
基
本
理
念
を

①
業
務
の
効
率
化
・
合
理
化

②
利
用
者
の
利
便
性
の
維
持
・
向
上

③
安
全
性

・
信
頼
性
の
確
保

④
経
費
削
減

と
し
た
。

○
業
務
の
効
率
化
・
合
理
化
に
あ
た
っ
て
は
、

・
サ
ー
バ
の
集
中
化
に
よ
る
デ
ー
タ
の
一
元
化

こ
れ
ま
で
、
本
部
・
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
、
病
院
の
各
拠
点
毎
に
サ
ー
バ
で
保

持
し
て
い
た
デ
ー
タ
を
一
元
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
デ
ー
タ
の
整
合
性
を
確

保
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
る
。

・
運
用
監
視
時
間
帯
の
見
直
し

運
用
監
視
体
制
を
休
日
や
夜
間
の
H
O
S
P
n
e
t
の
利
用
状
況
、
障
害
発
生
状
況
及

び
費
用
対
効
果
等
を
踏
ま
え
た
上
で

「
２
４
時
間
３
６
５
日
」
か
ら
「
平
日

、
（
業
務
繁
忙
期
の
土
日
を
含
む
）
９
時
～
２
１
時
」
に
見
直
す
こ
と
に
よ
り
、

経
費
削
減
を
図
る
。

・
シ
ス
テ
ム
の
統
廃
合

個
別
に
構
築
さ
れ
て
い
た
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ム
の
統
廃
合
、
デ

ー
タ
の
一
元
化
を
図
り
、
無
駄
を
省
い
た
シ
ス
テ
ム
構
成
と
す
る
。

・
シ
ス
テ
ム
利
用
者
へ
の
研
修
・
教
育
の
充
実

○
利
用
者
の
利
便
性
の
維
持
・
向
上
に
あ
た
っ
て
は
、

・
デ
ー
タ
連
携
の
強
化
見
直
し

H
O
S
P
n
e
t
と
病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の
デ
ー
タ
連
携
、
H
O
S
P
n
e
t
内
シ
ス
テ
ム

（
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
や
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
）
間
で
の
デ
ー
タ
連
携
の
強
化

・
見
直
し
を
図
り
、
重
複
作
業
や
手
作
業
を
な
く
す
こ
と
で
作
業
時
間
の
削
減

を
図
る
。

・
要
件
定
義
の
明
確
化

利
用
者
の
業
務
ニ
ー
ズ
を
明
確
に
し
た
要
件
定
義
書
を
作
成
。
画
面
レ
イ
ア

ウ
ト
や
操
作
性
の
見
直
し
に
よ
り
、
重
複
作
業
や
手
作
業
を
な
く
す
こ
と
で
、

職
員
の
入
力
及
び
修
正
作
業
に
つ
い
て
最
大
限
の
負
担
軽
減
を
図
る
も
の
と
す

る
。

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回
線
帯
域
の
増
強

回
線
帯
域
の
増
強
を
図
る
こ
と
で
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
の
レ
ス
ポ
ン
ス
（
応

答
時
間
）
を
改
善
し
、
ユ
ー
ザ
の
利
便
性
、
操
作
性
の
向
上
を
図
る
。

○
安
全
性
・
信
頼
性
の
確
保

・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ポ
リ
シ
ー
の
策
定

政
府
機
関
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
た
め
の
統
一
基
準
に
準
じ
て
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
ー
ポ
リ
シ
ー
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
策
定
後
は
職
員
へ
の
教
育
、
情

報
の
展
開
方
法
及
び
見
直
し
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
く
。

・
冗
長
化
に
よ
る
信
頼
性
の
向
上

サ
ー
バ
機
器
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回
線
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
等
を
二
重
化

、
、

。
し

シ
ス
テ
ム
の
稼
働
停
止
時
間
を
最
小
限
に
抑
え

信
頼
性
の
向
上
を
図
る

・
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
方
式
の
見
直
し

シ
ス
テ
ム
単
位
に
事
業
継
続
性
を
考
慮
し
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
方
法
、
サ
イ

、
、

。
ク
ル

外
部
保
管
等
を
設
計
す
る
こ
と
で

デ
ー
タ
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

○
経
費
削
減

・
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
、
市
販
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
経
費
の
削
減

サ
ー
バ
の
集
中
化
に
よ
り
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
や
病
院
に
設
置
さ
れ
て
い
る
サ

ー
バ
か
ら
個
別
シ
ス
テ
ム
を
稼
働
す
る
た
め
に
必
要
な
市
販
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
機
能
は
不
要
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
ブ
ロ
ッ

ク
事
務
所
及
び
病
院
に
設
置
す
る
サ
ー
バ
は
小
型
化
が
図
ら
れ
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ

ア
及
び
市
販
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
導
入
経
費
及
び
保
守
費
用
が
、
年

間
約
６
億
円
削
減
可
能
と
見
込
ま
れ
る
。

・
運
用
保
守
費
用
の
削
減

運
用
監
視
時
間
帯
の
見
直
し
に
よ
り
運
用
保
守
費
用
が
年
間
約
３
，
０
０
０

万
円
削
減
可
能
と
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
、
シ
ス
テ
ム
仕
様
変
更
時
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
改
修
を
必
要
に
応
じ
た
一
般

競
争
入
札
に
よ
る
契
約
形
態
へ
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
で
、
運
用
保
守
費
用
が

年
間
約
２
億
円
削
減
可
能
と
見
込
ま
れ
る
。

・
業
務
の
効
率
化
・
合
理
化
に
よ
る
業
務
時
間
の
削
減

シ
ス
テ
ム
間
の
デ
ー
タ
連
携
の
強
化
、
見
直
し
や
シ
ス
テ
ム
の
統
廃
合
に
よ

る
重
複
作
業
を
な
く
す
こ
と
で
、
業
務
時
間
が
年
間
約
１
４
，
０
０
０
時
間
削

減
可
能
と
見
込
ま
れ
る
。

５
．

最
適

化
の

実
施

平
成
１
９
年
度
に
策
定
し
た
最
適
化
計
画
を
踏
ま
え
、
平
成
２
０
年
度
よ
り
最
適
化

を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
部
の
事
項
に
関
し
て
は
、
平
成
１
９
年
度
に

前
倒
し
し
て
実
施
し
た
。

【
具
体
的
内
容
】

○
次
期
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
構
築

・
各
病
院
に
お
け
る
回
線
帯
域
１
２
８
k
b
p
s
を
１
０
M
b
p
s
へ
変
更
す
る
こ
と

で
、
シ
ス
テ
ム
利
用
時
の
レ
ス
ポ
ン
ス
（
応
答
時
間
）
を
改
善
し
、
ユ
ー
ザ
の

利
便
性
、
操
作
性
の
向
上
を
図
る
一
方
、
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
、
回
線
使
用

料
（
年
間
）
７
，
３
１
５
万
円
の
経
費
削
減
を
図
っ
た
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
回
線
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
を
二
重
化
し
、
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
停
止
時
間

を
最
小
限
に
抑
え
、
信
頼
性
の
向
上
を
図
っ
た
。

○
保
守
運
用
時
間
帯
の
見
直
し

・
保
守
運
用
時
間
に
つ
い
て
、
休
日
、
夜
間
の
H
O
S
P
n
e
t
の
利
用
状
況
、
障
害
発

生
状
況
及
び
費
用
対
効
果
等
を
踏
ま
え
た
上
で

「
２
４
時
間
３
６
５
日
」
か

、
ら
「
平
日
（
業
務
繁
忙
期
の
土
日
を
含
む
）
９
時
～
２
１
時
」
に
見
直
す
こ
と

等
に
よ
り
、
年
間
３
，
２
３
０
万
円
の
経
費
削
減
を
図
っ
た
。

６
．

医
事

会
計

シ
ス

テ
ム

標
準

化
国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
診
療
情
報
の
収
集
及
び
そ
の
情
報
を
活
用
し
た
分
析
の
強

化
並
び
に
調
達
コ
ス
ト
の
削
減
を
目
的
に
、
現
在
、
病
院
独
自
で
調
達
・
導
入
し
て
い

る
医
事
会
計
シ
ス
テ
ム
を
標
準
化
す
る
た
め
、
平
成
１
９
年
度
に
医
事
会
計
シ
ス
テ
ム

標
準
仕
様
書
（
案
）
を
策
定
し
た
。
今
後
は
、
既
存
シ
ス
テ
ム
の
契
約
期
間
が
満
了
す

、
。

る
病
院
か
ら
逐
次

標
準
化
仕
様
に
基
づ
い
た
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
図
る
予
定
で
あ
る

ま
た
、
国
立
病
院
機
構
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
各
病
院
の
医
事
会
計
シ
ス
テ
ム

に
蓄
積
さ
れ
た
診
療
情
報
を
収
集
・
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
情
報
発
信
し
て
い

く
こ
と
に
よ
り
、
国
立
病
院
機
構
が
担
う
医
療
の
質
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
我
が
国

の
医
療
の
均
て
ん
化
に
も
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
診
療
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及

び
そ
れ
を
活
用
し
た
分
析
・
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

第
３

予
算

、
収

支
計

画
及

び
資

金
計

画
第

４
財

務
内

容
の

改
善

に
関

す
る

事
項

第
３

予
算

、
収

支
計

画
及

び
資

金
計

画

「
第
３

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
事
項
」
で
定

「
第
２

業
務
運
営
の
効
率
化
に
関
す
る
目
標
を
達
成
す

め
た
事
項
に
配
慮
し
た
中
期
計
画
の
予
算
を
作
成
し
、
当

る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
」
で
定
め
た
計
画
を
確
実
に
実
施

該
予
算
に
よ
る
運
営
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
期
目

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
立
病
院
機
構
全
体
の
財
務
内
容
の
改

標
の
期
間
に
お
け
る
期
首
に
対
す
る
期
末
の
財
務
内
容
の

善
を
図
る
た
め
、
以
下
の
目
標
を
達
成
す
る
。

改
善
を
図
る
こ
と
。

Ｓ
Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ
１

経
営

の
改

善
１

経
営

の
改

善
１

経
営

の
改

善
4
.
5
6

4
.
7
8

4
.
6
7

5
.
0
0

4
.
7
5

中
期
目
標
の
期
間
の
５
年
間
を
累
計
し
た
損
益
計
算
に
お

中
期
目
標
の
期
間
の
５
年
間
を
累
計
し
た
損
益
計
算
に
お

１
．

４
期

連
続

の
経

常
収

支
黒

字
い
て
、
経
常
収
支
率
を
１
０
０
％
程
度
と
す
る
こ
と
。

い
て
、
経
常
収
支
率
を
１
０
０
％
以
上
と
す
る
こ
と
を
目
指

、
す
。

平
均
在
院
日
数
の
短
縮
や
地
域
連
携
に
よ
る
診
療
報
酬
に
か
か
る
上
位
基
準
の
取
得

新
規
患
者
の
増
加
等
の
経
営
改
善
に
向
け
た
努
力
を
行
う
と
と
も
に
赤
字
病
院
の
赤
字

を
圧
縮
す
る
た
め
経
営
指
導
を
積
極
的
に
実
施
し
た
。

そ
の
結
果
、
平
成
１
９
年
度
に
は
経
常
費
用
が
対
前
年
度
１
４
７
億
円
の
増
に
な
っ

た
も
の
の
、
医
業
収
益
は
前
年
度
と
比
べ
３
１
２
億
の
増
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
経
常

収
支
２
８
，
９
２
３
百
万
円
、
経
常
収
支
率
１
０
３
．
８
％
の
黒
字
と
な
っ
た
。

ま
た
、
平
成
１
６
年
度
の
経
常
収
支
１
９
６
百
万
円
、
平
成
１
７
年
度
の
経
常
収
支

３
，
５
６
４
百
万
円
、
平
成
１
８
年
度
の
経
常
収
支
８
，
９
７
５
百
万
円
の
黒
字
に
対

し
、
４
期
連
続
で
黒
字
と
な
る
と
と
も
に
平
成
１
８
年
度
の
経
常
収
支
を
上
回
り
大
幅

に
経
営
改
善
さ
れ
た
。

な
お
、
平
成
１
６
年
度
決
算
に
お
い
て
７
７
病
院
あ
っ
た
赤
字
病
院
（
再
編
施
設
を

除
く
）
に
つ
い
て
は
、
４
８
病
院
（
△
２
９
）
に
減
少
し
、
赤
字
額
に
つ
い
て
も

２
５
８
億
円
か
ら
１
２
４
億
円
（
△
１
３
４
億
円
）
と
な
り
大
幅
に
改
善
さ
れ
た
。

２
．

総
収

支
の

黒
字

化
平
成
１
８
年
度
に
純
利
益
８
，
９
７
５
百
万
円
の
黒
字
に
、
ま
た
平
成
１
９
年
度
に

お
い
て
も
、
２
３
，
８
９
２
百
万
円
の
黒
字
と
な
り
、
総
収
支
の
黒
字
が
維
持
さ
れ
て

い
る
。

総
収
支
額

平
成
１
６
年
度

△
１
，
５
６
１
百
万
円

平
成
１
７
年
度

＋
３
２
７
百
万
円

，
（

，
）

平
成
１
８
年
度

＋
８

９
７
５
百
万
円

利
益
剰
余
金
７

７
４
１
百
万
円

平
成
１
９
年
度

＋
２
３
，
８
９
２
百
万
円

３
．

医
業

未
収

金
の

解
消

「
」

平
成
１
７
年
度
に
本
部
と
し
て

国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
債
権
回
収
事
務
の
手
引

を
作
成
し
、
平
成
１
８
年
度
に
高
額
療
養
費
の
現
物
給
付
化
、
出
産
育
児
一
時
金
の
受

領
代
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
当
該
手
引
の
改
正
を
行
い
、
各
病
院
へ
周
知

し
、
各
病
院
に
に
お
い
て
は
、
法
的
措
置
の
実
施
を
含
め
、
医
業
未
収
金
の
更
な
る
回

収
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

な
お
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
基
本
方
針
（
平
成
１
９
年
１
２
月
２
４
日
閣
議
決
定
）
に
従

い
、
平
成
２
０
年
度
よ
り
、
医
業
未
収
金
の
支
払
案
内
業
務
等
に
つ
い
て
、
民
間
事
業

者
の
創
意
工
夫
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
す
る
た
め

「
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ

、
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
市
場
化
テ
ス
ト
に
よ
る
民
間
競
争
入
札
を
行

い
、
１
４
６
病
院
中
８
２
病
院
を
業
務
委
託
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

※
医
業
未
収
金
残
高
（
不
良
債
権
相
当
分
）

平
成
1
7
年
度

→
平
成
1
8
年
度

(
平
成
1
8
年
1
月
末
現
在
)

(
平
成
1
9
年
1
月
末
現
在
)

（
）

医
業

未
収

金
4
,
6
4
2
百
万
円

→
4
,
6
4
0
百
万
円

△
2
百
万
円

（
）

破
産

更
生

債
権

等
2
,
7
3
1
百
万
円

→
2
,
7
1
1
百
万
円

△
2
0
百
万
円

（
）

そ
の
他
の
医
業
未
収
金

1
,
9
1
1
百
万
円

→
1
,
9
2
9
百
万
円

1
8
百
万
円

→
平
成
1
9
年
度

(
平
成
2
0
年
1
月
末
現
在
）

（
）

→
4
,
1
6
0
百
万
円

△
4
8
0
百
万
円

（
）

→
2
,
5
2
1
百
万
円

△
1
9
0
百
万
円

（
）

→
1
,
6
3
9
百
万
円

△
2
9
0
百
万
円

※
医
業
収
益
に
対
す
る
医
業
未
収
金
の
割
合

医
業
収
益

医
業
未
収
金

割
合

平
成
1
7
年
度

1
,
2
5
2
,
1
1
3
百
万
円
(
1
6
.
4
～
1
8
.
1
)

1
,
9
1
1
百
万
円

0
.
1
5
3
％

(
平
成
1
8
年
1
月
末
現
在
)

平
成
1
8
年
度

1
,
2
8
1
,
5
6
7
百
万
円
(
1
7
.
4
～
1
9
.
1
)

1
,
9
2
9
百
万
円

0
.
1
5
1
％

(
平
成
1
9
年
1
月
末
現
在
)

平
成
1
9
年
度

1
,
3
0
8
,
1
8
4
百
万
円
(
1
8
.
4
～
2
0
.
1
)

1
,
6
3
9
百
万
円

0
.
1
2
5
％

(
平
成
2
0
年
1
月
末
現
在
)

※
法
的
措
置
実
施
件
数

平
成
1
8
年
度
年
度

→
平
成
1
9
年
度

（
平
成
1
9
年
1
月
末
現
在
）

（
平
成
2
0
年
1
月
末
現
在
）

支
払
督
促
制
度

5
6
件

→
8
3
件

少
額

訴
訟

1
1
件

→
1
3
件

訴
訟

1
7
件

→
3
3
件

計
8
4
件

→
1
2
9
件

４
．

経
営

指
導

の
実

施

(
1
)

平
成
１
７
年
度

平
成
１
６
年
度
決
算
に
お
い
て
赤
字
病
院
の
う
ち
、
平
成
１
７
年
度
計
画
に
お
い

て
も
機
構
全
体
の
財
政
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
の
あ
っ
た
２
８
病
院
に
対
し
て
実

地
経
営
指
導
を
行
っ
た
。

ま
た
、
各
病
院
の
状
況
に
よ
り
病
棟
集
約
や
結
核
病
床
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
の
検
討
、

平
均
在
院
日
数
の
短
縮
や
看
護
師
の
再
配
置
に
よ
る
施
設
基
準
の
上
位
取
得
、
地
域

医
療
連
携
室
の
強
化
や
業
務
内
容
の
見
直
し
な
ど
の
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
収
益

の
悪
化
を
食
い
止
め
た
。

(
2
)

平
成
１
８
年
度

平
成
１
７
年
度
決
算
に
お
け
る
赤
字
病
院
の
う
ち
、
平
成
１
８
年
度
計
画
に
お
い

て
も
国
立
病
院
機
構
全
体
の
財
政
状
況
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
の
あ
っ
た
２
３
病
院
に

対
し
て
実
地
経
営
指
導
を
行
っ
た
。

ま
た
、
各
病
院
の
状
況
に
よ
り
、
結
核
病
床
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
や
病
床
種
別
変
更
の

検
討
、
地
域
医
療
連
携
室
の
強
化
や
業
務
の
見
直
し
、
各
指
導
料
の
算
定
状
況
の
確

認
な
ど
の
指
導
を
行
う
こ
と
に
よ
り
経
営
の
改
善
を
図
っ
た
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

５
．

個
別

病
院

毎
の

経
営

改
善

計
画

（
再

掲
）

平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
、
特
に
早
急
な
経
営
改
善
着
手
が
必
要
な
５
９
病
院
が
、

本
部
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
部
門
毎
の
生
産
性
に
着
目
す
る

な
ど
し
て
、
改
善
項
目
を
検
討
し
、
行
動
目
標
を
明
確
化
し
た
中
期
的
な
個
別
病
院
毎

（
）

。
、

、
の
経
営
改
善
計
画

再
生
プ
ラ
ン

を
策
定
し
た

そ
の
う
ち

南
横
浜
病
院
を
除
き

過
去
債
務
の
利
払
額
を
超
え
る
改
善
が
見
込
ま
れ
る
５
８
病
院
に
つ
い
て
平
成
２
０
年

３
月
末
に
本
部
が
承
認
し
た
。

な
お
、
南
横
浜
病
院
に
つ
い
て
は
、
改
善
目
標
に
達
成
し
て
い
な
い
と
と
も
に
、
病

院
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
中
期
的
な
行
動
目
標
・
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
も
困
難

で
あ
り
、
債
務
が
累
増
す
る
状
況
を
改
善
す
る
方
策
が
な
い
こ
と
か
ら
承
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

「
経
営
改
善
計
画
（
再
生
プ
ラ
ン
）
の
策
定
・
達
成

、
不
能
な
病
院
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
平
成
２
０
年
３
月
３
１
日
本
部
決
定
）
に
基
づ

」
き
、
神
奈
川
県
内
の
結
核
患
者
の
動
向
や
地
域
医
療
の
現
状
を
踏
ま
え
平
成
２
０
年

１
２
月
１
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

【
再
生
プ
ラ
ン
の
具
体
的
な
取
組
】

※
本
部
・
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
の
体
制

本
部
及
び
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
に
専
属
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
さ
ら
に
病
院
長
、
副
院

長
等
を
本
部
特
別
顧
問
と
し
て
委
嘱

・
本
部
特
別
顧
問
（
再
生
プ
ラ
ン
担
当
）

１
９
名

・
本

部
再

生
プ

ラ
ン

専
属

チ
ー

ム
２
６
名

・
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
再
生
プ
ラ
ン
専
属
チ
ー
ム

７
３
名

※
中
期
的
な
（
平
成
２
０
年
度
～
平
成
２
２
年
度
３
年
間
）
経
営
改
善
計
画
を
策
定

・
事

業
規

模
関

係
・
・
・
病
院
規
模
等

・
サ
ー
ビ
ス
内
容
関
係
・
・
・
実
施
診
療
科
等

・
サ
ー
ビ
ス
体
制
関
係
・
・
・
病
棟
編
成
、
人
員
配
置
等

・
設

備
投

資
関

係
・
・
・
医
療
機
器
更
新
計
画
、
建
物
保
守
等
計
画

・
資

金
関

係
・
・
・
中
期
の
資
金
計
画

※
現
在
の
患
者
数
、
診
療
収
益
な
ど
を
前
提
に
「
人
、
物
、
資
金
」
の
最
適
化

・
部
門
別
（
診
療
科
・
病
棟
等
）
の
収
益
・
生
産
性
に
よ
る
分
析

→
課
題
の
所
在
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
明
確
化

・
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
に
よ
る
分
析

→
原
因
の
把
握
、
具
体
的
な
目
標
値
の
設
定

・
機
能
強
化
・
生
産
性
の
向
上

→
外
部
環
境
分
析
な
ど
に
よ
る
実
現
可
能
性
の
検
証

・
診
療
機
能
、
規
模
、
人
員
体
制
の
見
直
し

→
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
（
人
事
異
動
も
考
慮
）

※
個
別
訪
問
等
の
実
施

計
画
策
定
に
際
し
て
は
、
病
院
の
計
画
案
と
改
善
目
標
額
（
率
）
と
の
乖
離
が
大

き
い
病
院
な
ど
、
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
２
８
病
院
に
対
し
て
、
本
部
・
ブ
ロ
ッ

ク
事
務
所
が
、
個
別
に
訪
問
。
病
院
幹
部
の
意
識
改
革
を
図
る
こ
と
を
基
本
に
、
生

産
性
の
指
標
か
ら
病
院
の
課
題
を
徹
底
的
に
洗
い
出
し
、
考
え
得
る
具
体
的
な
改
善

方
策
に
つ
い
て
、
病
院
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
計
画
策
定
を
支
援
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

Ａ
Ｓ

Ｓ
Ｓ

Ｓ
２

固
定

負
債

割
合

の
改

善
２

固
定

負
債

割
合

の
改

善
２

固
定

負
債

割
合

の
改

善
4
.
2
2

4
.
6
7

4
.
5
6

5
.
0
0

4
.
6
1

各
病
院
の
機
能
の
維
持
を
図
り
つ
つ
、
投
資
の
効
率
化
を

各
病
院
の
機
能
の
維
持
を
図
り
つ
つ
、
投
資
を
抑
制
的
に
行

１
．

病
院

の
機

能
維

持
に

必
要

な
整

備
を

行
い

つ
つ

負
債

の
減

少
進
め

国
立
病
院
機
構
の
固
定
負
債

長
期
借
入
金
の
残
高

う
こ
と
に
よ
り
、
機
構
の
固
定
負
債
（
長
期
借
入
金
の
残
高
）

、
（

）

を
減
ら
す
こ
と
に
よ
り
財
務
内
容
の
改
善
を
図
る
こ
と
。

を
減
少
さ
せ
る
。

(
1
)
建
築
単
価
の
見
直
し
(
P
6
4
第
2
の
2
(
1
)
③
｢
建
築
コ
ス
ト
｣
参
照
)

そ
の
た
め
、
個
々
の
病
院
に
お
け
る
建
物
や
大
型
医
療
機
器

建
物
整
備
に
お
け
る
建
築
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
要
な
整
備
内

の
投
資
に
当
た
っ
て
は
、
長
期
借
入
金
等
の
償
還
確
実
性
等
を

容
を
確
保
し
つ
つ
整
備
総
額
の
縮
減
を
図
っ
た
。

確
保
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
自
己
資
金
を
用
意
す
る
こ
と
を

原
則
と
す
る
。

(
2
)
医
療
機
器
整
備
の
投
資
枠
(
P
7
5
第
2
の
2
｢
医
療
機
器
・
施
設
整
備
に
関
す
る
計
画
｣

参
照
)

１
予

算
別
紙
１

病
院
の
機
能
維
持
に
必
要
な
医
療
機
器
へ
の
投
資
を
適
切
に
行
う
た
め
、
各
病
院

２
収
支
計
画

別
紙
２

の
決
算
状
況
を
踏
ま
え
た
投
資
枠
を
設
定
し
、
投
資
の
回
収
や
効
果
に
つ
い
て
も
十

３
資
金
計
画

別
紙
３

分
に
検
証
を
行
い
、
必
要
か
つ
無
駄
の
な
い
投
資
を
行
っ
た
。

(
3
)
内
部
資
金
を
活
用
し
た
貸
付
制
度

内
部
資
金
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
償
還
期
間
の
短
い
貸
付
区
分
の
新
た
な
設
定

や
償
還
方
法
の
多
様
化
を
行
い
、
病
院
が
投
資
内
容
に
見
合
っ
た
償
還
期
間
を
選
択

を
し
や
す
い
も
の
と
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
機
構
全
体
と
し
て
長
期
借
入
金
の
償

還
を
早
め
る
仕
組
み
を
策
定
し
た
。

○
中
期
目
標
（
中
期
計
画
期
間
中
総
投
資
額
1
,
9
8
4
億
円
）
に
対
す
る
進
捗

1
6
年
度

1
7
年
度

1
8
年
度

1
9
年
度

支
払
決
定
額

6
8
4
億
円

4
5
1
億
円

3
1
2
億
円

2
2
6
億
円

累
計
額

6
8
4
億
円

1
,
1
3
5
億
円

1
,
4
4
7
億
円

1
6
7
3
億
円

総
投
資
額
に
対
す
る
割
合

3
4
.
4
％

5
7
.
2
％

7
2
.
9
％

8
4
.
3
%

(
累
計
額
/
1
,
9
8
4
億
円
)

○
長
期
借
入
金
等
の
借
入
実
績
推
移
(
単
位
:
億
円
)

区
分

1
6
年
度

1
7
年
度

1
8
年
度

1
9
年
度

合
計

財
政
融
資
資
金

3
6
8

2
5
4

1
4
3

1
0
0

8
6
5

建
物
整
備

3
2
4

2
1
4

1
0
3

1
0
0

7
4
1

医
療
機
器
等
整
備

4
4

4
0

4
0

－
1
2
4

財
投
機
関
債

－
3
0

3
0

5
0

1
1
0

建
物
整
備

－
－

－
2
0

2
0

医
療
機
器
等
整
備

－
3
0

3
0

3
0

9
0

合
計

3
6
8

2
8
4

1
7
3

1
7
3

9
7
5

○
固
定
負
債
額
の
減
少
割
合

1
6
年
度
期
首

1
7
年
度
期
末

1
8
年
度
期
末

1
9
年
度
期
末

7
,
4
7
1
億
円

7
,
2
2
3
億
円

6
,
9
2
5
億
円

6
,
5
0
1
億
円

対
前
年
度

対
1
6
年
度
期
首

減
少
額

減
少
率

減
少
額

減
少
率

▲
4
2
4
億
円

▲
6
.
1
％

▲
9
7
0
億
円

▲
1
3
.
0
％
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

Ａ
－

－
－

－
４

機
構

が
承

継
す

る
債

務
の

償
還

４
機

構
が

承
継

す
る

債
務

の
償

還
４

国
立

病
院

機
構

が
承

継
す

る
債

務
の

償
還

3
.
7
8

－
－

－
－

承
継
し
た
債
務
の
処
理
を
確
実
に
行
う
こ
と
。

企
業
会
計
原
則
に
基
づ
く
、
会
計
処
理
へ
と
変
わ
る
こ
と

１
．

約
定

ど
お

り
の

確
実

な
償

還
か
ら
、
国
立
病
院
機
構
全
体
と
し
て
、
収
支
相
償
を
目
指
す

と
と
も
に
、
借
入
金
の
元
利
償
還
を
確
実
に
行
う
。

(
1
)
国
立
病
院
機
構
が
国
か
ら
承
継
し
た
債
務
は
、
７
４
７
，
１
４
７
，
０
４
２
千
円

（
財
政
融
資
資
金
）
で
あ
り
､
平
成
１
６
年
度
は
、
約
定
ど
お
り
償
還
を
確
実
に
行
っ

た
。
平
成
１
６
年
度
償
還
額

元
金

４
３
，
９
９
４
，
０
５
９
千
円

利
息

２
２
，
０
２
８
，
８
８
４
千
円

合
計

６
６
，
０
２
２
，
９
４
２
千
円

(
2
)
平
成
１
７
年
度
は
、
約
定
ど
お
り
償
還
を
確
実
に
行
っ
た
。

平
成
１
７
年
度
償
還
額

元
金

４
６
，
０
０
５
，
２
９
２
千
円

利
息

２
０
，
４
９
２
，
９
３
０
千
円

合
計

６
６
，
４
９
８
，
２
２
２
千
円

(
3
)
平
成
１
８
年
度
は
、
約
定
ど
お
り
償
還
を
確
実
に
行
っ
た
。

平
成
１
８
年
度
償
還
額

元
金

４
７
，
１
３
２
，
５
６
５
千
円

利
息

１
８
，
９
４
７
，
４
４
１
千
円

合
計

６
６
，
０
８
０
，
０
０
５
千
円

(
4
)
平
成
１
９
年
度
は
、
約
定
ど
お
り
償
還
を
確
実
に
行
っ
た
。

ま
た
、
経
営
体
質
の
更
な
る
改
善
を
図
る
た
め
、
繰
上
償
還
を
行
っ
た
。

平
成
１
９
年
度
償
還
額

元
金

５
７
，
４
０
２
，
７
５
４
千
円

利
息

１
８
，
８
９
４
，
０
６
５
千
円

合
計

７
６
，
２
９
６
，
８
１
９
千
円

（
う
ち
繰
上
償
還
額
）

元
金

９
，
０
６
３
，
８
２
０
千
円

補
償
金

１
，
５
６
６
，
６
１
０
千
円

合
計
１
０
，
６
３
０
，
４
３
０
千
円
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

第
４

短
期

借
入

金
の

限
度

額
第

４
短

期
借

入
金

の
限

度
額

１
限
度
額

１
１
０
，
０
０
０
百
万
円

平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
に
お
け
る
短
期
借
入
金
は
な
い
。

２
想
定
さ
れ
る
理
由

①
運
営
費
交
付
金
の
受
入
遅
延
等
に
よ
る
資
金
不
足
へ

の
対
応

②
業
績
手
当
（
ボ
ー
ナ
ス
）
の
支
給
等
、
資
金
繰
り
資

金
の
出
費
へ
の
対
応

③
予
定
外
の
退
職
者
の
発
生
に
伴
う
退
職
手
当
の
支
給

等
、
偶
発
的
な
出
費
増
へ
の
対
応

第
５

重
要

な
財

産
を

譲
渡

し
、

又
は

担
保

に
供

し
よ

う
と

す
る

と
き

第
５

重
要

な
財

産
を

譲
渡

し
、

又
は

担
保

に
供

し
よ

う
と

す
る

は
そ

の
計

画
と

き
は

そ
の

計
画

な
し

１
．

旧
秋

田
病

院
旧
秋
田
病
院
跡
地
に
つ
い
て
は
、
当
機
構
が
災
害
時
医
療
活
動
の
拠
点
用
地
等
に
使

用
す
る
目
的
と
し
て
い
た
が
、
平
成
１
６
年
１
０
月
に
本
荘
市
か
ら
、
跡
地
利
用
と
し

て
防
災
施
設
、
保
健
福
祉
施
設
、
教
育
施
設
と
し
て
有
効
活
用
し
た
い
旨
の
要
望
が
あ

り
、
そ
の
内
容
を
点
検
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
機
構
と
し
て
の
利
用
計
画
の
目
的
を
本
荘

市
の
利
用
計
画
は
十
分
に
包
摂
し
、
そ
の
地
域
の
公
益
の
向
上
に
資
す
る
内
容
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
当
該
地
を
本
荘
市
に
有
償
譲
渡
し
た
。

２
．

奈
良

病
院

、
再
編
成
計
画
に
も
と
づ
く
移
譲
施
設
で
あ
る
国
立
病
院
機
構
奈
良
病
院
に
つ
い
て
は

平
成
１
６
年
１
２
月
１
日
に
奈
良
市
に
移
譲
し
た
。
そ
の
際
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病

院
機
構
法
附
則
第
１
５
条
並
び
に
同
法
施
行
令
附
則
第
２
１
条
に
も
と
づ
き
国
立
病
院

等
の
再
編
成
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
が
適
用
さ
れ

資
産
を
無
償
で
譲
渡
し
た
。

３
．

原
病

院
の

減
額

譲
渡

再
編
成
計
画
に
基
づ
き
、
国
立
病
院
機
構
広
島
西
医
療
セ
ン
タ
ー
（
旧
国
立
大
竹
病

院
）
に
統
合
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
国
立
病
院
機
構
原
病
院
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
福

祉
増
進
の
観
点
か
ら
平
成
１
７
年
７
月
１
日
に
社
会
福
祉
法
人
三
篠
会
に
移
譲
し
た
。

そ
の
際
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
附
則
第
１
５
条
並
び
に
同
法
施
行
令
附
則

第
２
１
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
病
院
機
原
病
院
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
資
産
の
う

ち
法
令
適
用
対
象
の
資
産
に
つ
い
て
は
４
割
５
分
を
減
額
し
た
価
格
、
当
該
資
産
以
外

の
資
産
（
土
地
）
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
よ
り
譲
渡
し
た
。

４
．

四
国

が
ん

セ
ン

タ
ー

の
土

地
処

分
国
立
病
院
機
構
四
国
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
新
病
院
移
転
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
１

４
年
３
月
に
旧
四
国
が
ん
セ
ン
タ
ー
敷
地
と
松
山
市
所
有
地
と
の
交
換
契
約
を
締
結
し

事
業
を
実
施
し
た
。
そ
の
際
、
病
院
の
移
転
後
に
松
山
市
に
譲
渡
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
た
旧
病
院
宿
舎
地
（
飛
地
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
８
年
４
月
１
日
の
新
病
院
移
転

に
伴
い
整
備
し
た
（
職
員
）
宿
舎
へ
の
職
員
の
移
動
が
完
了
し
た
平
成
１
８
年
１
２
月

２
７
日
に
売
却
し
た
。

な
お
、
松
山
市
は
取
得
し
た
土
地
を
都
市
公
園
の
用
に
供
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

５
．

豊
橋

病
院

の
土

地
交

換
処

分
再
編
成
計
画
に
基
づ
き
、
旧
豊
橋
東
病
院
（
現
豊
橋
医
療
セ
ン
タ
ー
）
と
旧
豊
橋
病

院
を
旧
豊
橋
東
病
院
の
地
で
統
合
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
統
合
新
病
院
の
機
能
を
果
た

す
た
め
に
は
病
院
の
建
替
え
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
旧
豊
橋
東
病
院
敷
地
は
狭
隘
な

た
め
、
旧
豊
橋
東
病
院
に
隣
接
す
る
豊
橋
市
所
有
地
と
旧
豊
橋
病
院
敷
地
と
の
交
換
に

よ
り
新
病
院
建
設
用
地
の
確
保
を
行
う
計
画
と
し
た
。

平
成
１
７
年
３
月
に
豊
橋
医
療
セ
ン
タ
ー
が
完
成
し
、
平
成
１
８
年
３
月
に
は
旧
豊

橋
病
院
の
既
存
建
物
の
解
体
撤
去
が
完
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
土
地
交
換
契
約
を
締
結

し
た
。

な
お
、
豊
橋
市
は
、
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
を
福
祉
、
救
急
医
療
の
拠
点
エ
リ

ア
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

６
．

浜
田

医
療

セ
ン

タ
ー

の
土

地
交

換
処

分
島
根
県
県
西
部
地
域
の
高
度
医
療
を
担
う
中
心
的
な
医
療
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
国
立
病
院
機
構
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
は
、
島
根
県
、
浜
田
市
等
に
よ
る
県
西

部
の
地
域
医
療
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
の
協
議
等
に
お
い
て
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
の

機
能
強
化
に
は
抜
本
的
な
整
備
が
必
要
と
さ
れ
、
敷
地
が
狭
隘
な
た
め
早
期
に
移
転
新

築
が
で
き
る
よ
う
協
力
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
島
根
県
は
、
既
存
の
成
人
病
予
防

セ
ン
タ
ー
等
を
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
と
合
築
し
、
運
営
を
委
託
す
る
こ
と
と
し
、
浜
田

市
は
Ｊ
Ｒ
浜
田
駅
北
側
を
「
浜
田
市
医
療
福
祉
ゾ
ー
ン
」
と
し
て
位
置
づ
け
整
備
す
る

方
針
を
決
定
、
駅
北
側
再
開
発
計
画
の
一
環
と
し
て
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
整
備
に
ま
と

ま
っ
た
一
体
地
を
確
保
し
、
現
在
の
浜
田
医
療
セ
ン
タ
ー
敷
地
と
土
地
交
換
契
約
を
締

結
し
た
。

な
お
、
浜
田
市
は
、
交
換
に
よ
り
取
得
し
た
土
地
を
文
教
・
住
居
ゾ
ー
ン
と
位
置
付

け
、
将
来
の
浜
田
市
の
活
性
化
に
供
す
る
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

第
６

剰
余

金
の

使
途

第
６

剰
余

金
の

使
途

決
算
に
お
い
て
剰
余
を
生
じ
た
場
合
は

将
来
の
投
資

病
、

（

(
1
)
平
成
１
６
年
度
の
決
算
に
お
い
て
は
、
剰
余
が
生
じ
な
か
っ
た
。

院
建
物
の
整
備
・
修
繕
、
医
療
機
器
等
の
購
入
等
）
に
充
て

る
。

(
2
)
平
成
１
７
年
度
の
決
算
に
お
い
て
３
２
７
，
０
５
６
千
円
の
剰
余
が
生
じ
た
た
め
、

繰
越
欠
損
金
へ
充
当
し
た
。

，
、

，
(
3
)
平
成
１
８
年
度
の
決
算
に
お
い
て
８

９
７
５
百
万
円
の
剰
余
が
生
じ
た
た
め

１
２
３
４
百
万
円
を
繰
越
欠
損
金
へ
充
当
し
、
７
，
７
４
１
百
万
円
を
翌
年
度
以
降
の
投

資
（
病
院
建
物
の
整
備
・
修
繕
、
医
療
機
器
等
の
購
入
費
）
に
充
て
る
た
め
の
積
立
金

と
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
２
０
年
３
月
３
１
日
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
目
的
積
立
金
の

承
認
を
受
け
た
。

(
4
)
平
成
１
９
年
度
の
決
算
に
お
い
て
２
３
，
８
９
２
百
万
円
の
剰
余
が
生
じ
た
た
め
、

積
立
金
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

第
７

そ
の

他
主

務
省

令
で

定
め

る
業

務
運

営
に

関
す

る
事

項
第

５
そ

の
他

業
務

運
営

に
関

す
る

重
要

事
項

第
７

そ
の

他
主

務
省

令
で

定
め

る
業

務
運

営
に

関
す

る
事

項

Ａ
Ａ

Ａ
Ａ

Ａ
１

人
事

に
関

す
る

計
画

１
人

事
に

関
す

る
計

画
１

人
事

に
関

す
る

計
画

3
.
6
7

3
.
8
9

4
.
0
0

4
.
0
0

3
.
8
9

国
民
の
医
療
需
要
や
医
療
環
境
の
変
化
に
応
え
、
良

①
方

針
質
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
、
医
師
等

①
方

針

の
医
療
従
事
者
を
適
切
に
配
置
す
る
一
方
、
技
能
職
に
つ

良
質
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
、
医

１
．

患
者

の
Ｑ

Ｏ
Ｌ

の
向

上
及

び
療

養
介

護
事

業
へ

の
対

応
（

再
掲

）
い
て
は
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
等
に
努
め
、
一
層
の
効
率
化

師
、
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者
数
に
つ
い
て
は
、
医
療

患
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
向
上
の
た
め
、
看
護
師
の
指
示
の
下
、
入
浴
、
食
事
、
排
泄
等
の

を
図
る
こ
と
。

を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
。

ボ
デ
ィ
ー
タ
ッ
チ
を
主
と
し
て
行
う
と
と
も
に
夜
勤
に
も
対
応
で
き
る
新
た
な
職
種
と

ま
た
、
必
要
な
人
材
の
育
成
や
能
力
開
発
、
人
事
評

技
能
職
等
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
簡
素
化
・

し
て

「
療
養
介
助
職
」
を
創
設
し
、
平
成
１
９
年
度
ま
で
に
４
３
病
院
で
導
入
し
４

価
や
異
動
を
適
切
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
確

迅
速
化
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
化
等
に
よ
る
効
率
化
を

、
０
９
人
を
配
置
し
た
。

立
を
図
る
こ
と
。

図
る
。

ま
た
、
平
成
１
８
年
１
０
月
の
自
立
支
援
法
施
行
に
よ
り
、
２
７
病
院
が
療
養
介
護

ま
た
、
良
質
な
人
材
の
確
保
及
び
有
効
活
用
を
図
る

事
業
者
と
な
っ
て
お
り
、
対
象
病
棟
の
対
象
患
者
に
対
す
る
個
別
の
療
養
介
護
計
画
書

た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
の
職
員
一
括
採
用
を
行
う
と
と

を
作
成
し
た
り
、
療
養
介
助
員
を
増
員
す
る
な
ど
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
て
い

も
に
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
の
人
事
交
流
を
促
進
す
る
た
め
の

る
。

人
事
調
整
会
議
の
設
置
を
行
う
ほ
か
、
有
為
な
人
材
の 。

育
成
や
能
力
の
開
発
を
行
う
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る

２
．

技
能

職
の

離
職

後
の

不
補

充
並

び
に

非
常

勤
化

及
び

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

化
の

継
続

（
再

掲
）

技
能
職
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
簡
素
化
・
迅
速
化
を
図
り
、
常
勤
職
員
の
離
職
後
の

後
補
充
は
行
わ
ず
、
短
時
間
の
非
常
勤
職
員
で
の
後
補
充
又
は
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ

化
を
図
っ
た
。

な
お
、
業
務
委
託
に
つ
い
て
も
平
成
１
９
年
度
ま
で
に
、
検
査
部
門
に
お
け
る
ブ
ラ

ン
チ
ラ
ボ
に
つ
い
て
は
８
病
院
、
給
食
業
務
の
全
面
委
託
に
つ
い
て
は
６
病
院
で
導
入

し
て
お
り
、
引
き
続
き
効
果
的
な
運
営
を
行
っ
た
。

３
．

良
質

な
人

材
の

確
保

及
び

有
効

活
用

良
質
な
人
材
の
確
保
及
び
有
効
活
用
を
図
る
た
め
、
院
長
の
選
任
に
あ
た
っ
て
は
適

材
適
所
を
徹
底
し
、
ま
た
、
職
員
の
採
用
に
あ
た
っ
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
単
位
で
実
施
す

る
と
と
も
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
の
人
事
交
流
を
促
進
す
る
た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
担
当
理
事

が
任
命
権
を
有
す
る
職
員
の
人
事
異
動
の
調
整
を
行
う
人
事
調
整
会
議
を
開
催
し
、
人

事
異
動
等
に
つ
き
適
正
に
調
整
を
行
っ
た
。

４
．

研
修

の
実

施
有
為
な
人
材
育
成
や
能
力
の
開
発
を
行
う
た
め
、
国
立
病
院
機
構
本
部
研
修
委
員
会

に
よ
り
研
修
計
画
を
策
定
し
実
施
し
た
。

毎
年
度
、
院
長
又
は
副
院
長
と
い
っ
た
管
理
・
監
督
者
に
必
要
な
病
院
の
管
理
運
営

に
関
す
る
知
識
の
習
得
及
び
管
理
運
営
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
幹
部
研
修
を
実
施

す
る
と
と
も
に
（
平
成
１
９
年
度
に
は
統
括
診
療
部
長
、
事
務
部
長
に
対
す
る
研
修
も

開
始

、
新
規
採
用
者
に
対
す
る
研
修
や
医
療
技
術
系
の
専
門
研
修
等
を
実
施
し
た
。

）

５
．

医
師

確
保

対
策

の
推

進

(
1
)
医
師
の
処
遇
改
善

○
医
師
の
業
績
年
俸
に
つ
い
て
、
勤
務
成
績
の
優
秀
な
者
に
対
す
る
配
分
額
の
改

善
等
を
行
っ
た
。

○
平
成
１
８
年
度
に
創
設
し
た
医
師
数
が
医
療
法
標
準
の
７
０
％
以
下
等
の
病
院

へ
の
緊
急
医
師
派
遣
制
度
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
医
師
に
対
す
る
医
師
派
遣
手
当
を

平
成
２
０
年
４
月
に
引
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
同
時
に
、
緊
急
医
師
派
遣
制
度
以
外
に
実
施
さ
れ
て
い
る
医
師
確
保
又

は
病
院
の
機
能
の
補
完
・
向
上
を
目
的
と
す
る
機
構
病
院
間
の
医
師
派
遣
の
活
用

を
図
る
た
め
、
医
師
派
遣
手
当
の
支
給
対
象
に
加
え
た
。

○
夜
間
の
手
術
・
分
娩
等
の
業
務
に
備
え
て
待
機
を
行
う
医
師
等
の
処
遇
の
改
善

を
図
る
た
め
、
救
急
呼
出
待
機
手
当
を
創
設
し
、
平
成
２
０
年
４
月
に
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。

○
国
家
公
務
員
育
児
休
業
法
の
改
正
に
よ
る
育
児
短
時
間
勤
務
制
度
の
創
設
に
伴

い
、
平
静
１
９
年
８
月
に
給
与
及
び
勤
務
時
間
制
度
の
改
正
を
行
い
、
子
供
を
持

つ
女
性
医
師
等
が
働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
の
改
善
を
行
っ
た
。
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

○
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
等
に
搭
乗
し
、
救
急
医
療
等
の
業
務
に
従
事
す
る
医
師
等
に
対

す
る
手
当
（
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
搭
乗
救
急
医
療
手
当
）
を
平
成
１
９
年
１
２
月
に
創

設
し
、
平
成
１
９
年
４
月
に
遡
っ
て
適
用
し
た

）
。

(
2
)
女
性
医
師
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
実
施

女
性
医
師
が
子
育
て
を
し
な
が
ら
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
及
び

子
育
て
等
で
臨
床
現
場
か
ら
離
れ
て
い
る
女
性
医
師
に
対
し
て
復
職
支
援
を
行
う
こ

、
「

」
と
に
よ
り

女
性
医
師
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に

女
性
医
師
支
援
モ
デ
ル
事
業

を
行
う
病
院
を
募
集
・
選
定
し
、
平
成
１
９
年
度
か
ら
１
５
病
院
に
お
い
て
実
施
し

て
い
る
。

(
3
)
シ
ニ
ア
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
制
度
の
創
設

平
成
１
８
年
度
に
医
師
確
保
が
困
難
な
国
立
病
院
機
構
病
院
で
の
診
療
に
あ
た
る

こ
と
を
希
望
し
た
定
年
予
定
医
師
が
引
き
続
き
勤
務
で
き
る
シ
ニ
ア
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

制
度
を
創
設
し
、
平
成
１
９
年
度
に
お
い
て
、
退
職
予
定
医
師
（
１
名
）
に
対
し
平

成
２
０
年
３
月
末
ま
で
勤
務
延
長
を
実
施
し
た
。

な
お
、
当
該
医
師
に
つ
い
て
、
平
成
２
１
年
３
月
末
ま
で
再
延
長
を
実
施
し
て
い

る
。

(
4
)
そ
の
他

○
平
成
１
９
年
度
に
は
、
医
師
の
給
与
そ
の
他
の
処
遇
に
つ
い
て
記
載
し
た
パ
ン

、
。

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し

臨
床
研
修
医
や
大
学
等
の
関
係
機
関
へ
の
周
知
を
図
っ
た

ま
た
、
国
立
病
院
機
構
の
子
育
て
支
援
の
取
組
に
つ
い
て
記
載
し
た
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
作
成
し
、
女
性
医
師
等
へ
周
知
を
行
っ
た
。

こ
れ
ら
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
国
立
病
院
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

お
い
て
公
開
し
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
よ
り
広
く
入
手
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

○
特
に
医
師
確
保
に
問
題
の
あ
る
病
院
に
つ
い
て
は
、
大
学
等
関
係
機
関
へ
の
医

師
派
遣
の
働
き
か
け
に
お
い
て
、
本
部
が
主
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

６
．

看
護

師
確

保
対

策
の

推
進

(P
4
0

第
1
の

3
(1

)②
｢
看

護
師

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
制

度
の

構
築

｣
参

照
)

「
国
立
病
院
機
構
に
お
け
る
看
護
師
確
保
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
で
検
討
し
た
看

、
、

護
師
確
保
を
推
進
し
て
い
く
た
め

全
病
院
統
一
の
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
運
用
開
始

副
看
護
師
長
の
ポ
ス
ト
増
、
教
育
担
当
看
護
師
長
の
配
置
、
国
立
病
院
機
構
に
よ
る
実

習
指
導
者
講
習
会
の
開
催
、
奨
学
金
制
度
の
運
用
開
始
等
の
具
体
的
対
策
を
順
次
実
施

し
、
看
護
師
の
確
保
に
努
め
た
。

【
附
属
看
護
師
養
成
所
卒
業
生
の
国
立
病
院
機
構
病
院
へ
の
就
職
率
】

平
成
１
６
年
度

５
６
．
７
％

→
平
成
１
７
年
度

５
８
．
７
％

→
平
成
１
８
年
度

６
５
．
２
％

→
平
成
１
９
年
度

６
５
．
１
％

ま
た
、
急
性
期
医
療
を
提
供
し
て
い
る
病
院
と
慢
性
期
医
療
を
提
供
し
て
い
る
病
院

に
勤
務
し
て
い
る
看
護
師
と
が
病
院
間
交
流
研
修
を
行
い
、
実
際
の
現
場
で
体
験
し
学

ぶ
こ
と
に
よ
り
、
看
護
師
確
保
困
難
病
院
が
担
っ
て
い
る
政
策
医
療
分
野
の
看
護
等
に

つ
い
て
も
興
味
を
持
た
せ
、
病
院
間
異
動
を
推
進
し
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
及
び
組
織

活
性
化
の
た
め
の
素
地
を
創
る
た
め
の
取
組
を
行
っ
た
。

７
．

障
害

者
雇

用
に

対
す

る
取

組
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
５
年
法
律
第
１
２
３
号
）
に
基
づ

（
．

）
、

、
く
法
定
雇
用
率

常
用
労
働
者
に
対
し
て
２

１
％

を
達
成
す
べ
く

委
託
範
囲
や

業
務
分
担
の
見
直
し
等
に
よ
り
障
害
者
の
雇
用
に
努
め
た
結
果
、
１
８
年
度
に
１
９
９

人
を
採
用
し
、
１
８
年
度
末
に
５
６
５
人
（
１
．
６
８
％
）
と
な
り
、
１
９
年
６
月
１

日
に
は
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
た
（
平
成
２
０
年
６
月
１
日

２
．
４
６
％

。
）
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各
事
業
年
度
評
価
結
果

暫
定
評
価
期
間

中
期
目
標

中
期
計
画

暫
定
評
価
期
間
（
平
成
１
６
年
度
～
平
成
１
９
年
度
）
の
実
績
報
告

Ｈ
１
６

Ｈ
１
７

Ｈ
１
８

Ｈ
１
９

の
評
価

②
人

員
に

係
る

指
標

②
人

員
に

係
る

指
標

国
立
病
院
機
構
の
平
成
１
６
年
度
期
首
に
お
け
る
常
勤
職

１
．

技
能

職
常

勤
職

員
の

離
職

後
の

不
補

充
（

再
掲

）
員
数
を
４
６
，
６
０
７
人
と
す
る
も
の
の
、
医
師
、
看
護
師

技
能
職
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
９
年
度
ま
で
に
５
７
２
人
を
削
減
す
る
計
画
の
と
こ

等
の
医
療
従
事
者
は
、
医
療
ニ
ー
ズ
に
適
切
に
対
応
す
る
た

ろ
、
こ
れ
を
大
幅
に
上
回
る
９
６
８
人
の
純
減
を
図
っ
た
。

め
に
、
変
動
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
中
期
目
標
の
期

こ
れ
ま
で
の
削
減
状
況

間
中
に
お
い
て
は
、
適
正
な
人
員
配
置
等
に
よ
り
人
件
費
率

平
成
１
６
年
度

純
減
数
２
５
８
人

純
減
率

７
．
２
％

等
の
抑
制
に
努
め
る
。

平
成
１
７
年
度

純
減
数
２
１
１
人

純
減
率

５
．
９
％

特
に
、
技
能
職
に
つ
い
て
は
、
中
期
目
標
の
期
間
中
７
１

平
成
１
８
年
度

純
減
数
２
３
６
人

純
減
率

６
．
６
％

４
人
（
※
）
の
純
減
を
図
る
。

平
成
１
９
年
度

純
減
数
２
６
３
人

純
減
率

７
．
３
％

計
純
減
数
９
６
８
人

純
減
率
２
７
．
０
％

（
平
成
１
６
年
度
期
首

３
，
５
８
７
人
）

※
平
成
１
５
年
度
の
技
能
職
員
定
員

数
の
２
割
相
当

（
参
考
）

中
期
目
標
の
期
間
中
の
人
件
費
総
額
見
込
み

１
，
６
３
５
，
０
９
５
百
万
円

た
だ
し
、
上
記
の
額
は
、
役
員
報
酬
並
び
に
職
員
基

本
給
、
職
員
諸
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
職
者
給
与
及

び
国
際
機
関
等
派
遣
職
員
給
与
に
相
当
す
る
範
囲
の
費
用

で
あ
る
。


